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自己紹介
• 横浜泉社会保険労務士事務所 代表

• 明日の人事応援団劇団員・日本紙芝居型講師協会会員

• 特定社会保険労務士

• 400人規模の介護事業所の人事担当として採用から退職、給与計算、人事
労務トラブル、メンタル相談など経験を経て社労士事務所を開業しました。
現在、主に介護事業所・障害福祉事業所を顧問先として人事労務業務のほ
か指定申請・更新、処遇改善加算計画・報告の支援・代行も行っています。

• その他保有資格

• メンタルヘルスマネジメントⅠ種マスター、年金アドバイザー2級、ファ
イナンシャルプランナー2級、簿記2級、第一種衛生管理者、宅地建物取引
士（有資格）、甲種動力車操縦者

• 趣味：マラソン
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２０２４年３月末までに
主に準備が必要なもの

• ＢＣＰ教育・訓練（シミュレーション）自然災害・感染症それぞれ年１回

※年２回＆新人に教育（特定施設、ＧＨ、特養、療養型医療、介護医療院、老健）

※ＢＣＰ自然災害は非常災害訓練と一体でもＯＫ

• 運営規程に虐待防止を記載

• 虐待防止研修 年１回

※年２回（ＧＨ、特養、療養型医療、介護医療院、老健など）

• 感染防止委員会 ６月に１回

※３月に１回（特養、療養型医療、介護医療院、老健など）

• 感染症の予防及びまん延防止のための研修・訓練 それぞれ年１回

※年２回（特定施設、ＧＨ、特養、療養型医療、介護医療院、老健など）

※ＢＣＰ感染症と一体でもＯＫ

• 未経験者の認知症研修

• 見守り機器等活用委員会 ３月に１回



令和６年２月から５月までの
処遇改善加算支援補助金
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処遇改善加算支援補助金
◎対象期間 令和６年２月～５月分の賃金引上げ分

（以降も、別途賃上げ効果が継続される取組みを行う）

◎補助金額 各事業所の総報酬にその交付率を乗じた額を支給

◎取得要件 介護職員ベースアップ等支援加算を取得している事業所

（令和６年４月から介護職員等ベースアップ等支援加算を取得見込みの事業所も含む）

◎対象職種 介護職員（事業所の判断により、介護職員以外の他の職種の 処遇改善に
この処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。

賃金改善の流れ（例）

①計画書を提出＆周知する

②就業規則（賃金規程）を改正＆周知する

③令和６年２・３月分は、全額一時金で支給する ※月額賃金の改善でもＯＫ

④令和６年４・５月分は補助額の２／３以上は介護職員等の月額賃金（「基本給」又
は「決まって毎月支払われる手当」）に使用する

⑤報告書を提出する

介護保険最新情報Vol.1202 5



処遇改善加算支援補助金

介護保険最新情報Vol.1202
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２０２４報酬改定

参考資料：厚労省老健局 令和６年度介護報酬改定における改定事項について
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見送られました

財政各論③：こども・高齢化等 8



厚労省 複合型サービス（訪問介護と通所介護の組合せ）

見送られました
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令和６年度介護報酬改定の概要

• 改定率については、介護現場で働く方々の処遇改善を着実に行いつつ、サー
ビス毎の経営状況の違いも踏まえたメリハリのある対応を行うことで、全体
で＋１．５９％を確保。そのうち、介護職員の処遇改善分＋０．９８％、そ
の他の改定率として、賃上げ税制を活用しつつ、介護職員以外の処遇改善を
実現できる水準として＋０．６１％。

• 今回の報酬改定では、処遇改善分について２年分を措置し、３年目の対応に
ついては、上記の実態把握を通じた処遇改善の実施状況等や財源とあわせて
令和８年度予算編成過程で検討する。

人口構造や社会経済状況の変化を踏まえ、

１ 地域包括ケアシステムの深化・推進

２ 自立支援・重度化防止に向けた対応

３ 良質な介護 サービスの効率的な提供に 向けた働きやすい職場づくり

４ 制度の安定性・持続可能性の確保

令和６年度介護報酬改定の主な事項について
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報酬改定の施行時期について

・６月１日施行とするサービス
訪問看護、 訪問リハビリテーション、 居宅療養管理指導、• 通所リハビリテーション

＋

処遇改善加算

（現行の処遇改善関係加算について事業所内での柔軟な職種間配分を認める改正は、令和６年４月１日施行）

・４月１日施行とするサービス
 上記以外のサービス

・補足給付に関わる見直しは、以下のとおりとする。

令和６年８月１日施行とする事項・・・基準費用額の見直し

令和７年８月１日施行とする事項・・・ 多床室の室料負担
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「書面掲示」規制の見直し

運営基準省令上、事業所の運営規程の概要等の重要事項

等については、原則として事業所内での「書面掲示」を

求めている一方、備え付けの書面（紙ファイル等）又は

電磁的記録の供覧により、書面による壁面等への掲示を

代替できる規定になっているところ、「書面掲示」に加

え、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、介

護サービス事業者は、原則として重要事項等の情報を

ウェブサイト（法人のホームページ等又は情報公表シス

テム上）に掲載・公表しなければならないこととする。
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管理者の責務及び兼務範囲の明確化
提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に

運営する観点から、管理者の責務について、利用者へのサービス提供の場

面等で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、職員及び業務の一元的

な管理・指揮命令を行うことである旨を明確化した上で、管理者が兼務で

きる事業所の範囲について、管理者がその責務を果たせる場合には、同一

敷地内における他の事業所、施設等ではなくても差し支えない旨を明確化

する。

全サービス

（看護）小規模多機能型居宅介護における
管理者の配置基準の見直し

（看護）小規模多機能型居宅介護における管理者について、提供する介護サービス

の質を担保しつつ、事業所を効率的に運営する観点から、他の事業所の管理者及び

従事者との兼務可能なサービス類型を限定しないこととする。（定巡など限定→限定なし）

小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
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利用者の安全・質の確保及び職員の負担
軽減のための委員会の設置の義務付け

介護現場における生産性の向上に資する取組の促進を図る観点から、現

場における課題を抽出及び分析した上で、事業所の状況に応じて、利用

者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方

策を検討するための委員会の設置を義務付ける。その際、３年間の経過

措置期間を設けることとする。

居住系サービス、施設系サービス、短期入所系サービス、多機能系サービス
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通所系サービスにおける送迎に係る
取扱いの明確化

（送迎の範囲について）

利用者の送迎について、利用者の自宅と事業所間の送迎を原則とするが、運営上支障が無
く、利用者の居住実態（例えば、近隣の親戚の家）がある場所に限り、当該場所への送迎
を可能とする。

（他介護事業所利用者との同乗について）

介護サービス事業所において、他事業所の従業員が自事業所と雇用契約を結び、自事業所
の従業員として送迎を行う場合や、委託契約において送迎業務を委託している場合（共同
での委託を含む）には、責任の所在等を明確にした上で、他事業所の利用者との同乗を可
能とする。

（障害福祉サービス利用者との同乗について）

障害福祉サービス事業所が介護サービス事業所と雇用契約や委託契約（共同での委託を含
む）を結んだ場合においても、責任の所在等を明確にした上で、障害福祉サービス事業所
の利用者も同乗することを可能とする。

※ なお、この場合の障害福祉サービス事業所とは、同一敷地内事業所や併設・隣接事業所
など、利用者の利便性を損なわない範囲内の事業所とする。

15



地域区分
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地域区分の特例
令和６年度以降の級地の設定に当たっては、現行の級地を適用することを基本としつつ、公平性を欠く状況にあると考えられる自治体に
ついては特例を設け、自治体に対して行った意向調査の結果を踏まえ、級地に反映する。

ア 次の場合は、当該地域に隣接する地域に設定された地域区分のうち、一番低い又は高い地域区分までの範囲で引上げる又は引下げる
ことを認める。

ⅰ 当該地域の地域区分よりも高い又は低い地域に全て囲まれている場合。

ⅱ 当該地域の地域区分よりも高い又は低い級地が設定された地域に複数隣接しており、かつ、その地域の中に当該地域と４級地以上の
級地差がある地域が含まれている場合。なお、引上げについては、地域手当の級地設定がある自治体を除く。

ⅲ 当該地域の地域区分よりも高い又は低い級地が設定された地域に囲まれており、かつ、同じ地域区分との隣接が単一（引下げの場合
を除く。）の場合。なお、引上げについては、地域手当の級地設定がある自治体を除く。（新設）

イ ５級地以上の級地差がある地域と隣接している場合について、４級地差になるまでの範囲で引上げ又は引下げを認める。（新設）

（注１）隣接する地域の状況については、同一都道府県内のみの状況に基づき判断することも可能とする。（アⅰのみ）

（注２）広域連合については、構成自治体に適用されている区分の範囲内で選択することを認めているが、令和５年度末に解散する場合について、激変緩和措置を設け
る。

（注３）自治体の境界の過半が海に面している地域にあっては、イの例外として、３級地差以上の級地差であっても２級地差になるまで引上げを認める。

（注４）障害福祉サービス等報酬及び子ども・子育て支援制度における公定価格の両方の地域区分が、経過措置等による特別な事情で介護報酬の級地より高くなってい
る場合、その範囲内において、隣接する高い級地のうち最も低い区分まで引上げを可能とする。（※２）

また、平成27年度介護報酬改定時に設けられた経過措置（平成27年度の地域区分の見直しに当たり、報酬単価の大幅な変更を緩和する観点
から、従前の設定値と見直し後の設定値の範囲内で選択することが可能とするもの。）については令和５年度末までがその期限となってい
るが、令和８年度末までの延長を認める。
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介護職員等
処遇改善加算

（令和６年６月から）
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処遇改善加算の変更

訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施
設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、
看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院

• 介護現場で働く方々にとって、令和６年度に2.5％、令和７年度に2.0％のベースアップへと確実につなが
るよう加算率の引上げを行う。←努力義務です。

• 令和６年に処遇改善加算を全部使わず、令和７年度のために繰越をしてもＯＫ。

• 一本化後の新加算全体について、職種に着目した配分ルールは設けず、事業所内で柔軟な配分を認める。

• 新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、新加算Ⅳの加算額の１/２以上を月額賃金の改善
に充てることを要件とする。←猶予措置になりました。

※それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合
には、収入として新たに増加するベースアップ等支援加算相当分の加算額については、その２/３以上を
月額賃金の改善として新たに配分することを求める。
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処遇改善加算の変更

訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施
設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、
看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院

現行率
（処遇Ⅰ＋特定Ⅱ＋ベース）

新加算Ⅱ率 加算上昇分

訪問介護 ２０．３％ ２２．４％ ＋２．１％

通所介護 ８．０％ ９．０％ ＋１．０％

特定施設 １０．９％ １２．２％ ＋１．３％

小多機 １３．１％ １４．６％ ＋１．５％

ＧＨ １５．７％ １７．８％ ＋２．１％

特養 １２．２％ １３．６％ ＋１．４％

老健 ６．４％ ７．１％ ＋０．８％
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21介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について（案）別紙

令和６年度中の経過措置（激変緩和措置）として、新加算Ⅴ(1)～ Ⅴ(14)を設けます。



令和7年度に繰り越し可能

22「処遇改善加算」の制度が一本化（介護職員等処遇改善加算）され、加算率が引き上がります より



経過措置になりました。

23「処遇改善加算」の制度が一本化（介護職員等処遇改善加算）され、加算率が引き上がります より



経過措置になりました。

24「処遇改善加算」の制度が一本化（介護職員等処遇改善加算）され、加算率が引き上がります より



経過措置になりました。

介護人材の処遇改善等（改定の方向性） 25



介護人材の処遇改善等（改定の方向性） 26

経過措置になりました。
⑰「生産性向上ガイドライン」に基づき業務改善活動の体制構築を行っている



介護人材の処遇改善等（改定の方向性） 27

経過措置になりました。
⑱現場の課題の見える化（課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等）を実施している



生産性向上、介護ロボット
やＩＣＴ等の活用促進
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生産性向上推進体制加算の新設

生産性向上推進体制加算（Ⅰ） 100単位/月（新設）

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 10単位/月（新設）

＜生産性向上推進体制加算（Ⅰ）＞

・（Ⅱ）の要件を満たし、（Ⅱ）のデータにより業務改善の取組による成果（※１）が確認されていること。

・見守り機器等のテクノロジー（※２）を複数導入していること。

・職員間の適切な役割分担（いわゆる介護助手の活用等）の取組等を行っていること。

・１年以内ごとに１回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供（オンラインによる提出）を行うこと。

注：生産性向上に資する取組を従来より進めている施設等においては、（Ⅱ）のデータによる業務改善の取組によ
る成果と同等以上のデータを示す等の場合には、（Ⅱ）の加算を取得せず、（Ⅰ）の加算を取得することも可
能である。

＜生産性向上推進体制加算（Ⅱ）＞

・利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や
必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っていること。

・見守り機器等のテクノロジーを１つ以上導入していること。

・１年以内ごとに１回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供（オンラインによる提出）を行うこと。

短期入所系サービス、居住系サービス、多機能系サービス、施設系サービス
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生産性向上推進体制加算の新設
（※１）業務改善の取組による効果を示すデータ等について

・（Ⅰ）において提供を求めるデータは、以下の項目とする。

ア 利用者のＱＯＬ等の変化（ＷＨＯ-５等）

イ 総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間の変化

ウ 年次有給休暇の取得状況の変化

エ 心理的負担等の変化(SRS-18等）

オ 機器の導入による業務時間（直接介護、間接業務、休憩等）の変化（タイムスタディ調査）

・（Ⅱ）において求めるデータは、（Ⅰ）で求めるデータのうち、アからウの項目とする。

・（Ⅰ）における業務改善の取組による成果が確認されていることとは、ケアの質が確保（アが維持又は向上）された上
で、職員の業務負担の軽減（イが短縮、ウが維持又は向上）が確認されることをいう。

（※２）見守り機器等のテクノロジーの要件

・見守り機器等のテクノロジーとは、以下のアからウに掲げる機器をいう。

ア 見守り機器

イ インカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器

ウ 介護記録ソフトウェアやスマートフォン等の介護記録の作成の効率化に資するICT機器（複数の機器の連携も含め、
データの入力から記録・保存・活用までを一体的に支援するものに限る。）

・見守り機器等のテクノロジーを複数導入するとは、少なくともアからウまでに掲げる機器は全て使用することであり、
その際、アの機器は全ての居室に設置し、イの機器は全ての介護職員が使用すること。なお、アの機器の運用について
は、事前に利用者の意向を確認することとし、当該利用者の意向に応じ、機器の使用を停止する等の運用は認められる
ものであること。

短期入所系サービス、居住系サービス、多機能系サービス、施設系サービス
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生産性向上に先進的に取り組む特定施設に
おける人員配置基準の特例的な柔軟化

特定施設ごとに置くべき看護職員及び介護職員の合計数について、要件を満たす場合は、「常勤換算方法で、要介護者
である利用者の数が３（要支援者の場合は10）又はその端数を増すごとに０.９以上であること」とすることとする。

（要件）

・利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会において必要
な安全対策について検討等していること

・見守り機器等のテクノロジーを複数活用していること

・職員間の適切な役割分担の取組等をしていること

・上記取組により介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていることがデータにより確認されること

※安全対策の具体的要件

①職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮

②緊急時の体制整備（近隣在住職員を中心とした緊急参集要員の確保等）

③機器の不具合の定期チェックの実施（メーカーとの連携を含む）

④職員に対する必要な教育の実施

⑤訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施

特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護

31



生産性向上に先進的に取り組む特定施設に
おける人員配置基準の特例的な柔軟化

• 人員配置基準の特例的な柔軟化の申請に当たっては、テクノロジーの活用や職員間の適切な役
割分担の取組等の開始後、これらを少なくとも３か月以上試行し（試行期間中においては通常
の人員配置基準を遵守すること）、現場職員の意見が適切に反映できるよう、実際にケア等を
行う多職種の職員が参画する委員会において安全対策や介護サービスの質の確保、職員の負担
軽減が行われていることをデータ等で確認するとともに、当該データを指定権者に提出するこ
ととする。

注：本基準の適用に当たっては、試行を行った結果として指定権者に届け出た人員配置を限度
として運用することとする。

• 介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていることの確認については、試行前後
を比較することにより、以下の事項が確認される必要があるものとする。

ⅰ 介護職員の総業務時間に占める利用者のケアに当てる時間の割合が増加していること

ⅱ 利用者の満足度等に係る指標（※１）において、本取組による悪化が見られないこと

ⅲ 総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間が短縮していること

ⅳ 介護職員の心理的負担等に係る指標（※２）において、本取組による悪化が見られないこと

※１ WHO-5等 ※２ SRS-18等

• 柔軟化された人員配置基準の適用後、一定期間ごとに、上記ｉ～ⅳの事項について、指定権者
に状況の報告を行うものとすること。また、届け出た人員配置より少ない人員配置を行う場合
には、改めて試行を行い、必要な届出をするものとする。なお、過去一定の期間の間に行政指
導等を受けている場合は、当該指導等に係る事項について改善している旨を指定権者に届け出
ることとする。

特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護
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介護老人保健施設等における見守り機器等を導入
した場合の夜間における人員配置基準の緩和

１日あたりの配置人員数を現行２人以上としているところ、要件を満たす場合は1.6人以上とする。ただ
し、配置人員数は常時１人以上配置することとする。

（要件）

・全ての利用者に見守りセンサーを導入していること

・夜勤職員全員がインカム等のICTを使用していること

・安全体制を確保していること（※）

※安全体制の確保の具体的要件

①利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を設置

②職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮

③緊急時の体制整備（近隣在住職員を中心とした緊急参集要員の確保等）

④機器の不具合の定期チェックの実施（メーカーとの連携を含む）

⑤職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施

⑥夜間の訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施

見守り機器やICT導入後、上記の要件を少なくとも３か月以上試行し、現場職員の意見が適切に反映できるよう、
夜勤職員をはじめ実際にケア等を行う多職種の職員が参画する委員会（具体的要件①）において、安全体制やケ
アの質の確保、職員の負担軽減が図られていることを確認した上で届け出るものとする。

短期入所療養介護★、介護老人保健施設
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認知症対応型共同生活介護における
夜間支援体制加算の要件変更

夜間支援体制加算（Ⅰ） 50単位/日（共同生活住居の数が１の場合） 変更なし

夜間支援体制加算（Ⅱ） 25単位/日（共同生活住居の数が２以上の場合） 変更なし

見守り機器等を導入した場合、夜間支援体制加算について、見直しを行う。

認知症対応型共同生活介護
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減算・廃止について
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業務継続計画（ＢＣＰ）未策定事業所
に対する減算

業務継続計画未実施減算

施設・居住系サービス所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算（新設）

その他のサービス所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算（新設）

以下の基準に適合していない場合

・感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の
体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定すること

・当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること

※令和７年３月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計
画の策定を行っている場合には、減算を適用しない。訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援については、
令和７年３月31日までの間、減算を適用しない。

・１年間の経過措置期間中に全ての事業所で計画が策定されるよう、事業所間の連携により計画策定を行って差し
支えない旨を周知することも含め、小規模事業所の計画策定支援に引き続き取り組むほか、介護サービス情報公
表システムに登録すべき事項に業務継続計画に関する取組状況を追加する等、事業所への働きかけを強化する。
また、県別の計画策定状況を公表し、指定権者による取組を促すとともに、業務継続計画を策定済みの施設・事
業所についても、地域の特性に合わせた実効的な内容となるよう、指定権者による継続的な指導を求める。

全サービス（居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く）

※居宅療養管理指導について、事業所のほとんどがみなし指定であることや、体制整備に関する更なる周知の必要性等を踏まえ、
令和６年３月３１ 日までとされている以下の義務付けに係る経過措置期間を３年間延長する。 36



虐待の発生又はその再発を防止するた
めの措置の未実施に対する減算

高齢者虐待防止措置未実施減算

所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算（新設）
※ 平成18年度に施設・居住系サービスに身体拘束廃止未実施減算を導入した際は、５単位/日減算で
あったが、各サービス毎に基本サービス費や算定方式が異なることを踏まえ、定率で設定。なお、所定
単位数から平均して７単位程度/（日・回）の減算になる

虐待の発生又はその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合

・虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可能）を定期
的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

・虐待の防止のための指針を整備すること。

・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

・上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

全サービス（居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く）

全ての施設・事業所で虐待防止措置が適切に行われるよう、令和６年度中に小規模事業所等における取組事例を周知するほか、介護サー
ビス情報公表システムに登録すべき事項に虐待防止に関する取組状況を追加する。また、指定権者に対して、集団指導等の機会等にて虐
待防止措置の実施状況を把握し、未実施又は集団指導等に不参加の事業者に対する集中的な指導を行うなど、高齢者虐待防止に向けた取
組の強化を求めるとともに、都道府県別の体制整備の状況を周知し、更なる取組を促す。

※居宅療養管理指導について、事業所のほとんどがみなし指定であることや、体制整備に関する更なる周知の必要性等を踏まえ、
令和６年３月３１ 日までとされている以下の義務付けに係る経過措置期間を３年間延長する。
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身体的拘束等の適正化のための措置の
未実施に対する減算

身体拘束廃止未実施減算所定単位数の

100分の1に相当する単位数を減算（新設）

身体的拘束等の適正化を図るため、以下の措置が講じられていない場合

・身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並
びに緊急やむを得ない理由を記録すること

・身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催すると
ともに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図ること

・身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること

・介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実
施すること

短期入所系サービス、多機能系サービス

全ての施設・事業所で身体的拘束等の適正化が行われるよう、令和６年度中に小規模事業所等における取組事例を周知するほか、介護
サービス情報公表システムに登録すべき事項に身体的拘束等の適正化に関する取組状況を追加する。また、指定権者に対して、集団指導
等の機会等にて身体的拘束等の適正化の実施状況を把握し、未実施又は集団指導等に不参加の事業者に対する集中的な指導を行うなど、
身体的拘束等の適正化に向けた取組の強化を求める。
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登録者へのサービス提供回数が
過少な場合は、基本報酬を減算

＜現行＞

看護小規模多機能型居宅介護費（１月につき）算定月における提供回数について、

登録者（短期利用居宅介護費を算定する者を除く。）１人当たり平均回数が、週４

回に満たない場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

＜改定後＞

看護小規模多機能型居宅介護費（１月につき）算定月における提供回数について、

週平均１回に満たない場合、又は登録者（短期利用居宅介護費を算定する者を除

く。）１人当たり平均回数が、週４回に満たない場合は、所定単位数の100分の70

に相当する単位数を算定する。

看護小規模多機能型居宅介護
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ＬＩＦＥ未活用による減算
事業所評価加算の廃止

ア 利用開始から12 月が経過した後の減算について、拡大を行う。ただし、定期的なリハビリテーション会議によるリハビリテーション計画の見直し
を行い、LIFE へリハビリテーションのデータを提出しフィードバックを受けてPDCA サイクルを推進する場合は減算を行わないこととする。

イ 要介護認定制度の見直しに伴い、より適切なアウトカム評価に資するようLIFE へリハビリテーションのデータ提出を推進するとともに、事業所評価
加算の廃止を行う。

利用開始日の属する月から12月超

＜現行＞ ＜改定後＞

介護予防訪問リハビリテーション

５単位/回 減算要件を満たした場合 減算なし（新設）

要件を満たさない場合 30単位/回減算（変更）

介護予防通所リハビリテーション

要支援１ 20単位/月減算 要件を満たした場合 減算なし（新設）

要支援２ 40単位/月減算 要件を満たさない場合 要支援１ 120単位/月減算（変更）

要支援２ 240単位/月減算（変更）

事業所評価加算 ＜現行＞ ＜改定後＞

介護予防訪問リハビリテーション120単位/月 廃止

介護予防通所リハビリテーション120単位/月 廃止

・利用開始日の属する月から12月を超えて介護予防通所（訪問）リハビリテーションを行う場合の減算を行わない基準（新設）

①３月に１回以上、リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、
当該リハビリテーション会議の内容を記録するとともに、利用者の状態の変化に応じ、リハビリテーション計画を見直していること。

②利用者ごとのリハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリ
テーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション
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介護予防訪問リハビリテーションの
基本報酬の変更

＜現行＞ ＜改定後＞

訪問リハビリテーション 訪問リハビリテーション

307単位/回 308単位/回（変更）

介護予防訪問リハビリテーション 介護予防訪問リハビリテーション

307単位/回  298単位/回（変更）

・要介護者及び要支援者に対する訪問リハビリテーションについて、利用者の状態像に応じた、
より適切な評価を行う観点から、訪問リハビリテーションと介護予防訪問リハビリテーショ
ンの基本報酬に一定の差を設ける。

訪問リハビリテーション
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口腔衛生管理体制加算の廃止

口腔衛生管理体制を確保するよう促すとともに、入居者の状態に応じた適切な口

腔衛生管理を求める観点から、特定施設入居者生活介護等における口腔衛生管理

体制加算を廃止し、同加算の算定要件の取組を一定緩和した上で、基本サービス

として行うこととする。その際、３年間の経過措置期間を設けることとする。

口腔衛生管理体制加算 30単位/月 廃止

＜運営基準（省令）＞（※３年間の経過措置期間を設ける）

・「利用者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各利

用者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。」ことを規定。

※歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔衛生に係る技術的助言及び指導を年2回以

上実施し、当該技術的助言及び指導に基づき入居者の口腔衛生の管理体制に係る計画を作成する。

特定施設入居者生活介護
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自立支援促進加算の変更
自立支援促進加算について、質の高い情報の収集・分析を可能とし、入力負担を軽減し科学的介護を推進する観点から、

以下の見直しを行う。

ア 加算の様式について入力項目の定義の明確化や他の加算と共通している項目の見直し等を実施。

イ LIFE への初回のデータ提出時期について、他のLIFE 関連加算と揃えることを可能とする。

ウ 医師の医学的評価を入所時と少なくとも「６月に１回」から「３月に１回」に見直す。

エ 本加算に沿った取組に対する評価を持続的に行うため、事務負担の軽減を行いつつ評価の適正化を行う

＜現行＞ ＜改定後＞

自立支援促進加算 300単位/月 自立支援促進加算 280単位/月（変更）

（介護老人保健施設は 300単位/月）

・＜入力負担軽減に向けたLIFE関連加算に共通する見直し＞

・入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する。

・同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるようにする。

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院
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基本報酬の変更
訪問介護
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同一建物減算の変更

訪問介護
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同一建物に居住する利用者へ
ケアマネジメントの減算

同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント

所定単位数の95％を算定（新設）

対象となる利用者

・指定居宅介護支援事業所の所在する建物と同一の敷地内、隣接する敷地内の建物又は指定居

宅介護支援事業所と同一の建物に居住する利用者

・指定居宅介護支援事業所における１月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物

（上記を除く。）に居住する利用者

居宅介護支援
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理学療法士等の訪問看護における
基本報酬の減算

・次に掲げる基準のいずれかに該当すること（新設）

イ 当該訪問看護事業所における前年度の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問回数が、看護

職員による訪問回数を超えていること。

ロ 緊急時訪問看護加算、特別管理加算及び看護体制強化加算をいずれも算定していないこと。

訪問看護
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基本報酬の変更
定期巡回随時対応型訪問介護看護
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基本報酬の変更
夜間対応型訪問介護
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短期入所生活介護における
長期利用の減算

短期入所生活介護

• 短期入所生活介護

• 介護予防短期入所生活介護（新設）

連続して30日を超えて同一の介護予防短期入所生活介護事業所に入所している利用者

要支援１ （ユニット型）介護予防短期入所生活介護費について（ユニット型）介護福祉施設サービ

ス費の要介護１の単位数の100分の75に相当する単位数を算定する。

要支援２ （ユニット型）介護予防短期入所生活介護費について（ユニット型）介護福祉施設サービ

ス費の要介護１の単位数の100分の93に相当する単位数を算定する。
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認知症情報提供加算の廃止

認知症情報提供加算 350単位/回 廃止

介護老人保健施設

地域連携診療計画情報提供加算の廃止

地域連携診療計画情報提供加算 300単位/回 廃止

介護老人保健施設

長期療養生活移行加算の廃止

長期療養生活移行加算 60単位/日 廃止

介護医療院
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ＬＩＦＥについて
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科学的介護推進体制加算の要件変更
・LIFEへのデータ提出頻度について、他のLIFE関連加算と合わせ、少なくとも「３月に１回」に見直す。

＜入力負担軽減に向けたLIFE関連加算に共通する見直し＞

・入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する

・同一の利用者に対して複数の加算を算定する場合のデータ提出頻度を統一できるよう、例えば、月末

よりサービス利用を開始する場合であって、当該利用者の評価を行う時間が十分確保できない場合等、

一定の条件の下で、提出期限を猶予する

通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施
設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、地
域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院

53科学的介護推進体制加算 施設系 40～60単位／月 通所・居宅・多機能系 40単位／月



通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施
設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、地
域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院

ＬＩＦＥのフィードバック見直し
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通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施
設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、地
域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院

ＬＩＦＥを活用した取組
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リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管
理、栄養管理に係る一体的計画書の見直し

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に係る一体的

計画書について、記載項目の整理するとともに、他の様式

におけるLIFE提出項目を踏まえた様式に見直し。

通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護老
人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院
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ADL維持等加算の要件変更
＜ ADL維持等加算（Ⅰ） ３０単位／月＞

以下の要件を満たすこと（変更なし）

イ 利用者等（当該施設等の評価対象利用期間が６月を超える者）の総数が10人以上であること。

ロ 利用者等全員について、利用開始月と、当該月の翌月から起算して６月目（６月目にサービスの利用がない場合は
サービスの利用があった最終月）において、Barthel Indexを適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日が
属する月ごとに厚生労働省(LIFE)に提出していること。

ハ 利用開始月の翌月から起算して６月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除し、初月のADL
値や要介護認定の状況等に応じた値を加えて得た値（調整済ADL利得）について、利用者等から調整済ADL利得の
上位及び下位それぞれ１割の者を除いた者を評価対象利用者等とし、評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均し
て得た値が１以上であること。

＜ ADL維持等加算（Ⅱ） ６０単位／月＞

・ADL維持等加算（Ⅰ）のイとロの要件を満たすこと。

・評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が３以上であること。（２→３に変更）

＜ADL維持等加算（Ⅰ）（Ⅱ）について＞

・初回の要介護認定があった月から起算して12月以内である者の場合や他の施設や事業所が提供するリハビリテーショ
ンを併用している利用者の場合のADL維持等加算利得の計算方法を簡素化。

通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特
定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
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排せつ支援加算の要件変更

看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、
介護老人保健施設、介護医療院

＜入力負担軽減に向けたLIFE関連加算に共通する見直し＞

・入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する

・同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるようにする

＜排せつ支援加算（Ⅰ） １０単位／月＞

・以下の要件を満たすこと。

イ 排せつに介護を要する入所者等ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、医師又は医師と連携した看護師が施設入所時等に評価すると
ともに、少なくとも３月に１回、評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、排せつ支援に当たって当該情報等を活用しているこ
と。 （６月→３月に変更）

ロ イの評価の結果、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、医師、看護師、介護支援専門員等が共同して、
排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、支援を継続して実施していること。

ハ イの評価に基づき、少なくとも３月に１回、入所者等ごとに支援計画を見直していること。 （６月→３月に変更）

＜排せつ支援加算（Ⅱ） １５単位／月＞

排せつ支援加算（Ⅰ）の算定要件を満たしている施設等において、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、

・施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がないこと。

・又はおむつ使用ありから使用なしに改善していること。

・又は施設入所時・利用開始時に尿道カテーテルが留置されていた者について、尿道カテーテルが抜去されたこと。（赤字が追加）

＜排せつ支援加算（Ⅲ） ２０単位／月＞

排せつ支援加算（Ⅰ）の算定要件を満たしている施設等において、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、

・施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない

・又は施設入所時・利用開始時に尿道カテーテルが留置されていた者について、尿道カテーテルが抜去されたこと。 （赤字が追加）

・かつ、おむつ使用ありから使用なしに改善していること。
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褥瘡マネジメント加算等の要件変更

看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、
介護老人保健施設、介護医療院

＜入力負担軽減に向けたLIFE関連加算に共通する見直し＞

・入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する

・同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるようにする

＜褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）３単位／月＞

以下の要件を満たすこと。

イ 入所者又は利用者ごとに、施設入所時又は利用開始時に褥瘡の有無を確認するとともに、褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施

設入所時又は利用開始時に評価し、その後少なくとも３月に１回評価すること。（変更）

ロ イの確認及び評価の結果等の情報を厚生労働省（LIFE)に提出し、褥瘡管理の実施に当たって、当該情報その他褥瘡管理の適切かつ有

効な実施のために必要な情報を活用していること。（変更）

ハ イの確認の結果、褥瘡が認められ、又はイの評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者又は利用者ごとに、医師、看護

師、介護職員、管理栄養士、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成していること。

（赤字が追加）

ニ 入所者又は利用者ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、その管理の内容や入所者又は利用者の状態について定期的

に記録していること。

ホ イの評価に基づき、少なくとも３月に１回、入所者又は利用者ごとに褥瘡ケア計画を見直していること。

＜褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）１３単位／月＞

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）の算定要件を満たしている施設等において、施設入所時等の評価の結果、褥瘡の認められた入所者等について、

当該褥瘡が治癒したこと、又は褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等について、褥瘡の発生のないこと。（赤字が追加）
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短期集中リハビリテーション実施加算
の変更

ア 原則として入所時及び月１回以上ADL等の評価を行った上で、必要に応じてリハビリテーション実施計画を
見直していること。

イ アにおいて評価したADL等のデータについて、LIFEを用いて提出し、必要に応じて提出した情報を活用して
いること。

＜現行＞ ＜改定後＞

短期集中リハビリテーション実施加算 短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ）

240単位/日 258単位/日（新設）

短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ）

200単位/日（変更）

                                                                                              ※算定期間は入所後３月以内

＜短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ）＞

・入所者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、その入所の日から起算して３月以
内の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合であって、かつ、原則として入所時及び１月に１回以上ＡＤＬ等の評価を行
うとともに、その評価結果等の情報を厚生労働省（LIFE)に提出し、必要に応じてリハビリテーション計画を見直していること。

＜短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ）＞（現行と同じ）

・入所者に対して、医師等が、その入所の日から起算して３月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行っていること。

介護老人保健施設
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感染症対応力の向上
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高齢者施設等感染対策向上加算の新設
高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） 10単位/月（新設）

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ） ５単位/月（新設）

＜高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）＞

・感染症法第６条第17 項に規定する第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保
していること。

・協力医療機関等との間で新興感染症以外の一般的な感染症の発生時等の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時
等に協力医療機関等と連携し適切に対応していること。

・診療報酬における感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が定期
的に行う院内感染対策に関する研修又は訓練に１年に１回以上参加していること。

＜高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ）＞

・診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、３年に１回以上施設内で感染者が発生した場
合の感染制御等に係る実地指導を受けていること。

特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護
老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院
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新興感染症等施設療養費の新設

新興感染症等施設療養費 240単位/日（新設）

入所者等が別に厚生労働大臣が定める感染症※に感染した場合に相談対

応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感

染した入所者等に対し、適切な感染対策を行った上で、該当する介護

サービスを行った場合に、１月に１回、連続する５日を限度として算定

する。

※ 現時点において指定されている感染症はない。

特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護
老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院
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協力医療機関の連携
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令和６年度介護報酬改定の主な事項について 65



令和６年度診療報酬改定の主なポイント 66



介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護、介護老人保健施設、介護医療院

ア 以下の要件を満たす協力医療機関（③については病院に限る。）を定めることを義務付ける（複数の

医療機関を定めることにより要件を満たすこととしても差し支えないこととする。）。その際、義務

付けにかかる期限を３年とし、併せて連携体制に係る実態把握を行うとともに必要な対応について検

討する。

① 入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保し

ていること。

② 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。

③ 入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機

関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確

保していること。

イ １年に１回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとと

もに、当該協力医療機関の名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に提出しなければなら

ないこととする。

ウ 入所者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、速や

かに再入所させることができるように努めることとする。
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急変時の医師との連携方法の見直し

指定介護老人福祉施設は、入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合の

ため、あらかじめ、配置医師及び協力医療機関の協力を得て、配置医師及び協力

医療機関との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければ

ならない。

指定介護老人福祉施設は、配置医師及び協力医療機関の協力を得て、１年に１回

以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要に応じて緊急時等におけ

る対応方法の変更を行わなければならない。（赤字が追加）

介護老人福祉施設
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特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認
知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院

・施設系サービス及び居住系サービスについて、利用者及び入所者における新興感染症の発生時等に、感染者の診療等を

迅速に対応できる体制を平時から構築しておくため、感染者の診療等を行う協定締結医療機関と連携し、新興感染症発

生時における対応を取り決めるよう努めることとする。

・また、協力医療機関が協定締結医療機関である場合には、当該協力医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応に

ついて協議を行うことを義務づける。
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特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活
介護、認知症対応型共同生活介護

ア 協力医療機関を定めるに当たっては、以下の要件を満たす協力医療機関を定めるように努めることとする。

① 利用者の病状の急変が生じた場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。

② 診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保していること。

イ １年に１回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力

医療機関の名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に提出しなければならないこととする。

ウ 利用者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、速やかに再入居させ

ることができるように努めることとする。



協力医療機関連携加算の新設・変更
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護について、協力医療機関との実
効性のある連携体制を構築するため、入所者または入居者（以下「入所者等」という。）の現病歴等の情報共有
を行う会議を定期的に開催することを評価する新たな加算を創設する。また、特定施設における医療機関連携加
算について、定期的な会議において入居者の現病歴等の情報共有を行うよう見直しを行う。

（協力医療機関の要件）

① 入所者等の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。

② 高齢者施設等からの診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。

③ 入所者等の病状が急変した場合等において、入院を要すると認められた入所者等の入院を原則として受け入れ
る体制を確保していること。

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院】

＜現行＞ ＜改定後＞

なし 協力医療機関連携加算（新設）

協力医療機関が

(１)①～③の要件を満たす場合 100単位/月(令和6年度)

 50単位/月(令和7年度～)

(２) それ以外の場合 ５単位/月（新設）

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認
知症対応型共同生活介護
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協力医療機関連携加算の新設・変更
【特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護】

＜現行＞ ＜改定後＞

医療機関連携加算 協力医療機関連携加算

80単位/月 協力医療機関が

(１)①、②の要件を満たす場合 100単位/月（変更）

(２)それ以外の場合 40単位/月（変更）

【認知症対応型共同生活介護】

＜現行＞ ＜改定後＞

なし 協力医療機関連携加算（新設）

協力医療機関が

(１)①、②の要件を満たす場合 100単位/月（新設）

(２)それ以外の場合 40単位/月（新設）

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認
知症対応型共同生活介護
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退所時情報提供加算の新設・変更
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介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認
知症対応型共同生活介護

介護老人保健施設及び介護医療院について、入所者の入院時に、施設等が把握している生活状況等の情報提供を更に促

進する観点から、退所時情報提供加算について、入所者が医療機関へ退所した際、生活支援上の留意点や認知機能等に

かかる情報を提供した場合について、新たに評価する区分を設ける。また、入所者が居宅に退所した際に、退所後の主

治医に診療情報を情報提供することを評価する現行相当の加算区分についても、医療機関への退所の場合と同様に、生

活支援上の留意点等の情報提供を行うことを算定要件に加える。また、介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、

認知症対応型共同生活介護について、入所者または入居者（以下「入所者等」という。）が医療機関へ退所した際、生

活支援上の留意点等の情報提供を行うことを評価する新たな加算を創設する。

【特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活

介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】

＜現行＞ ＜改定後＞

なし 退所時情報提供加算 250単位/回（介護老人福祉施設）（新設）

なし 退居時情報提供加算 250単位/回（特定施設、認知症対応型共同生活介護）（新設）

医療機関へ退所する入所者等について、退所後の医療機関に対して入所者等を紹介する際、入所者等の同意を得て、当該入所者

等の心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合に、入所者等１人につき１回に限り算定する。



退所時情報提供加算の新設・変更

73

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認
知症対応型共同生活介護

【介護老人保健施設、介護医療院】

＜現行＞ ＜改定後＞

退所時情報提供加算500単位/回 退所時情報提供加算（Ⅰ） 500単位/回

なし 退所時情報提供加算（Ⅱ） 250単位/回（新設）

＜退所時情報提供加算（Ⅰ）＞

居宅へ退所する入所者について、退所後の主治の医師に対して入所者を紹介する場合、入所者の同意を得て、当該入所者

の診療情報心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合に、入所者１人につき１回に限り算定する。

＜退所時情報提供加算（Ⅱ）＞

入所者等が医療機関へ退所した場合（新設）



認知症の対応力向上
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認知症専門ケア加算の要件変更
認知症専門ケア加算（Ⅰ） ３単位/日（変更なし）

認知症専門ケア加算（Ⅱ） ４単位/日（変更なし）

※ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護（Ⅱ）については、
認知症専門ケア加算（Ⅰ） 90単位/月（変更なし）

認知症専門ケア加算（Ⅱ）120単位/月（変更なし）

＜認知症専門ケア加算（Ⅰ）＞

ア 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者が利用者の２分の１以上（Ⅲ→Ⅱに変更）

イ 認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者が20人未満の場合は１以上、20人以上の場合は１に、当該
対象者の数が19を超えて10又は端数を増すごとに１を加えて得た数以上配置

ウ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合

エ 当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催

＜認知症専門ケア加算（Ⅱ）＞

ア 認知症専門ケア加算（Ⅰ）のイ・エの要件を満たすこと

イ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の100分の20以上

ウ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合

エ 認知症介護指導者研修修了者を１名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施

オ 介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、研修を実施又は実施を予定

訪問介護、訪問入浴介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護
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認知症加算の要件変更

認知症加算 60単位/日（変更なし）

・指定居宅サービス等基準第93条第１項第２号又は第３号・指定地域密着型サービス基
準第20条第１項第２号又は第３号に規定する員数に加え、看護職員又は介護職員を常
勤換算方法で２以上確保していること。

・指定通所介護事業所・指定地域密着型通所介護事業所における前年度又は算定日が属
する月の前３月間の利用者の総数のうち，日常生活に支障を来すおそれのある症状又
は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者の占める割合が100分の15以
上であること。（100分の20から変更）

・指定通所介護・指定地域密着型通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介
護・指定地域密着型通所介護の提供に当たる認知症介護の指導に係る専門的な研修、
認知症介護に係る専門的な研修又は認知症介護に係る実践的な研修等を修了した者を
１名以上配置していること。

・当該事業所の従業者に対する認知症ケアに関する事例の検討や技術的指導に係る会議
を定期的に開催していること。

通所介護、地域密着型通所介護
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認知症短期集中リハビリテーション実施加算
の新設

認知症短期集中リハビリテーション実施加算 240単位/日（新設）

次の要件を満たす場合、１週に２日を限度として加算。

・認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の
改善が見込まれると判断された者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、
作業療法士若しくは言語聴覚士が、その退院（所）日又は訪問開始日から３月以内の
期間に、リハビリテーションを集中的に行うこと。

訪問リハビリテーション
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認知症加算の変更・新設
＜現行＞ ＜改定後＞

認知症加算（Ⅰ） 800単位/月 認知症加算（Ⅰ） 920単位/月（新設）

認知症加算（Ⅱ） 500単位/月 認知症加算（Ⅱ） 890単位/月（新設）

認知症加算（Ⅲ） 760単位/月（変更）

認知症加算（Ⅳ） 460単位/月（変更）
＜認知症加算（Ⅰ）＞

・認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が20人未満の場合は１以上、20人以上の場合は１に、当該対
象者の数が19を超えて10又は端数を増すごとに１を加えて得た数以上配置

・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合

・当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催

・認知症介護指導者研修修了者を１名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施

・介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、実施又は実施を予定

＜認知症加算（Ⅱ）＞

・認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が20人未満の場合は１以上、20人以上の場合は１に、当該対
象者の数が19を超えて10又は端数を増すごとに１を加えて得た数以上配置

・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合

・当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催

＜認知症加算（Ⅲ）＞

・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、（看護）小規模多機能型居宅介護を行った場合

＜認知症加算（Ⅳ）＞

・要介護状態区分が要介護２である者であって、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱに該当する者に対して、（看護）小規模多機能型居宅介護を行っ
た場合

小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
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認知症チームケア推進加算の新設

認知症チームケア推進加算（Ⅰ） 150単位/月（新設）

認知症チームケア推進加算（Ⅱ） 120単位/月（新設）
※認知症専門ケア加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）を算定している場合においては、算定不可。

＜認知症チームケア推進加算（Ⅰ）＞

（１） 事業所又は施設における利用者又は入所者の総数のうち、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者の占める割合が２分
の１以上であること。

（２） 認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応（以下「予防等」という。）に資する認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了して
いる者又は認知症介護に係る専門的な研修及び認知症の行動・心理症状の予防等に資するケアプログラムを含んだ研修を修了した者を１名以上
配置し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいること。

（３） 対象者に対し、個別に認知症の行動・心理症状の評価を計画的に行い、その評価に基づく値を測定し、認知症の行動・心理症状の予防等に資
するチームケアを実施していること。

（４） 認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症ケアについて、カンファレンスの開催、計画の作成、認知症の行動・心理症状の有無及び程
度についての定期的な評価、ケアの振り返り、計画の見直し等を行っていること。

＜認知症チームケア推進加算（Ⅱ）＞

・（Ⅰ）の（１）、（３）及び（４）に掲げる基準に適合すること。

・認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を１名以上配置し、かつ、複数人の介護職員から成る認
知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいること。

認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、
介護老人保健施設、介護医療院
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認知症短期集中リハビリテーション実施加算
の変更・新設

＜現行＞ ＜改定後＞

認知症短期集中リハビリテーション実施加算 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 

240単位/日 240単位/日（新設）

なし 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)

 120単位/日（変更）

※１週に３日を限度として算定。算定期間は入所後３月以内。

＜認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ） ＞

・次に掲げる基準に適合する介護老人保健施設において、１日につき所定単位数を加算する。

（１）リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置されていること。

（２）リハビリテーションを行うに当たり、入所者数が、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適切なものであること。

（３）入所者が退所後生活する居宅又は社会福祉施設等を訪問し、当該訪問により把握した生活環境を踏まえたリハビリテーション計画を作成
していること。

＜認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ） ＞（現行と同じ）

・ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ）の（１）及び（２）に該当するものであること。

介護老人保健施設
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口腔ケア・栄養管理
について

81



口腔連携強化加算の新設

口腔連携強化加算 50単位/回（新設）

※１月に１回に限り算定可能

・事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用

者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結

果を情報提供した場合に、１月に１回に限り所定単位数を加算する。

・事業所は利用者の口腔の健康状態に係る評価を行うに当たって、診療報酬

の歯科点数表区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の算定の実績がある

歯科医療機関の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該

従業者からの相談等に対応する体制を確保し、その旨を文書等で取り決め

ていること。

訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期
巡回・随時対応型訪問介護看護
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介護保険施設における
口腔衛生管理の強化

・事業者に利用者の入所時及び入所後の定期的な口腔衛生状態・口腔機能の

評価の実施を義務付ける。

・施設の従業者又は歯科医師若しくは歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が

施設入所時及び入所後の定期的な口腔の健康状態の評価を実施すること。

・技術的助言及び指導又は口腔の健康状態の評価を行う歯科医師若しくは歯

科医師の指示を受けた歯科衛生士においては、当該施設との連携について、

実施事項等を文書等で取り決めを行うこと。

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院
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栄養マネジメント強化加算

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院

84

＜口腔衛生管理加算（Ⅰ） 90単位／月＞
・歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月２回以上行う

＜口腔衛生管理加算（Ⅱ） １１０単位／月＞
・加算（Ⅰ）の要件に加え、口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の情報をLIFEに提出し、口腔衛生等の管理の適切かつ
有効な実施のために必要な情報を活用していること

＜栄養マネジメント強化加算 １１単位／日＞
・管理栄養士を常勤換算方式で入所者の数を50（施設に常勤栄養士を１人以上配置し、給食管理を行っている場合は70）

で除して得た数以上配置すること
・低栄養状態のリスクが高い入所者に対し、医師、管理栄養士、看護師等が共同して作成した、栄養ケア計画に従い、食

事の観察（ミールラウンド）を週３回以上行い、栄養状態、嗜好等を踏まえた食事の調整等を実施
・低栄養状態のリスクが低い入所者にも、食事の際に変化を把握し、問題がある場合は、早期に対応すること
・入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養管理の実施に当たって、当該情報その他継続的な

栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること
・LIFEへの提出とフィードバックの活用

口腔衛生管理加算

＜参考：令和3年度報酬改定資料より＞



個別機能訓練加算の変更
介護老人福祉施設

85

＜現行＞ ＜改定後＞

個別機能訓練加算（Ⅰ） 12単位/日 変更なし

個別機能訓練加算（Ⅱ） 20単位/月 変更なし

個別機能訓練加算（Ⅲ） 20単位/月(新設)

※加算（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ）は併算定可

<個別機能訓練加算（Ⅰ）＞

・専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護師・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師を１名以上配置し
ていること。

・利用者に対して、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計
画に基づき、計画的に機能訓練を行っていること。

＜個別機能訓練加算（Ⅱ）＞

・個別機能訓練加算（Ⅰ）を算定している入所者について、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省（LIFE）に提出し、機能訓練の実施に当たっ
て当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用すること。

＜個別機能訓練加算（Ⅲ）＞

・個別機能訓練加算（Ⅱ）を算定していること、口腔衛生管理加算（Ⅱ）及び栄養マネジメント強化加算を算定していること。

・入所者ごとに、理学療法士等が、個別機能訓練計画の内容等の情報その他個別機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報、入所
者の口腔の健康状態に関する情報及び入所者の栄養状態に関する情報を相互に共有していること。

・共有した情報を踏まえ、必要に応じて個別機能訓練計画の見直しを行い、見直しの内容について、理学療法士等の関係職種間で共有して
いること。



リハビリテーションマネジメント
計画書情報加算の変更

＜現行＞ ＜改定後＞

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（Ⅰ）

                                                   33単位/月 53単位/月(新設)

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（Ⅱ）

33単位/月

※加算（Ⅰ）、（Ⅱ）は併算定不可

＜リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（Ⅰ）＞

・入所者ごとのリハビリテーション計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出していること。必要に応じてリハビリテーション計画の内容を見直す等、

リハビリテーションの実施に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

・口腔衛生管理加算（Ⅱ）及び栄養マネジメント強化加算を算定していること。

・入所者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員その他の職種の者が、リハビリテーショ

ン計画の内容等の情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報、入所者の口腔の健康状態に関する情報及び入所者の栄

養状態に関する情報を相互に共有すること。

・共有した情報を踏まえ、必要に応じてリハビリテーション計画の見直しを行い、見直しの内容について、関係職種間で共有していること。

介護老人保健施設
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理学療法注６､作業療法注６､
言語聴覚療法注４の変更

＜現行＞ ＜改定後＞

理学療法注６､作業療法注６､言語聴覚療法注４ 理学療法注６､作業療法注６､言語聴覚療法注４

33単位/月 33単位/月

理学療法注７､作業療法注７､言語聴覚療法注５

20単位/月(新設)

※加算（Ⅰ）、（Ⅱ）は併算定可

＜理学療法注７、作業療法注７、言語聴覚療法注５＞

・理学療法注６、作業療法注６又は言語聴覚療法注４を算定していること。

・口腔衛生管理加算（Ⅱ）及び栄養マネジメント強化加算を算定していること。

・入所者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員その他の職種の
者が、リハビリテーション計画の内容等の情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報、入所者
の口腔の健康状態に関する情報及び入所者の栄養状態に関する情報を相互に共有すること。

・共有した情報を踏まえ、必要に応じてリハビリテーション計画の見直しを行い、見直しの内容について、関係職種間で共有し
ていること。

介護医療院

87



退所時栄養情報連携加算の新設

退所時栄養情報連携加算 70単位/回（新設）

・対象者

厚生労働大臣が定める特別食※を必要とする入所者又は低栄養状態にあると医師が判断した入所者

・主な算定要件

・管理栄養士が、退所先の医療機関等に対して、当該者の栄養管理に関する情報を提供する。

・１月につき１回を限度として所定単位数を算定する。

※特別食：疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する腎臓

病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食、

経管栄養のための濃厚流動食及び特別な場合の検査食（単なる流動食及び軟食を除く。）

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
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再入所時栄養連携加算の変更
対象者

＜現行＞ 二次入所において必要となる栄養管理が、一次入所の際に必要としていた栄養管理とは大きく異なる者。

＜改定後＞厚生労働大臣が定める特別食※等を必要とする者。

※疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃

潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食及び特別な場合の検査食

（単なる流動食及び軟食を除く。）

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
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口腔機能向上加算

各種デイ・小多機・看多機・特定施設・ＧＨ等

90

＜口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）２０単位／回＞※ 6月に1回を限度 栄養アセスメント加算、栄養改善加算及び口腔機能向上加算との併算定不可

・介護サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認
を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること（※栄養アセスメント加算、栄養改善加算及び
口腔機能向上加算との併算定不可）

＜口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）５単位／回＞※6月に1回を限度

・利用者が、栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合に、口腔の健康状態と栄養状態のいずれかの確認を行
い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること（※栄養アセスメント加算、栄養改善加算又は口腔
機能向上加算を算定しており加算（Ⅰ）を算定できない場合にのみ算定可能）

＜口腔機能向上加算（Ⅰ）１５０単位／回＞
・口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者に対し、歯科衛生士等（言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員）が口

腔機能改善のための計画を作成し、これに基づく適切なサービスの実施、定期的な評価と計画の見直し等の一連のプロ
セスを実施した場合。

＜口腔機能向上加算（Ⅱ）１６０単位／回＞※原則３月以内、月２回を限度 ※（Ⅰ）と（Ⅱ）は併算定不可

・口腔機能向上加算（Ⅰ）の取組に加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省（LIFE）に提出し、口腔機能
向上サービスの実施にあたって当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用してい
ること

口腔・栄養スクリーニング加算

＜参考：令和3年度報酬改定資料より＞



居宅介護支援
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利用者説明の変更
事業者の負担軽減を図るため、次に掲げる事項に関して利用者に説明し、

理解を得ることを居宅介護支援事業者の努力義務とする。

ア 前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、

地域密着型通所介護及び福祉用具貸与の各サービスの割合

イ 前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、

地域密着型通所介護及び福祉用具貸与の各サービスにおける、同一

事業者によって提供されたものの割合

居宅介護支援
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介護予防支援の開始
居宅介護支援
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介護予防支援の開始

居宅介護支援

94

※地域包括支援センター

＜現行＞ ＜改定後＞

介護予防支援費438単位 介護予防支援費（Ⅰ） 442単位

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
※指定居宅介護支援事業者

＜現行＞ ＜改定後＞

なし 介護予防支援費（Ⅱ） 472単位（新設）

                                                               ＋

なし 特別地域介護予防支援加算所定単位数の15％を加算（新設）

                                                  ※ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在

なし 中山間地域等における小規模事業所加算所定単位数の10％を加算（新設）

                                                 ※ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合

なし 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算所定単位数の５％を加算（新設）

                                                         ※ 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越
えて、指定介護予防支援を行った場合



介護支援専門員１人当たりの取扱件数
居宅介護支援事業所を取り巻く環境の変化を踏まえ、ケアマネジメントの質を確保しつつ、業務効率化を進め人材を有効

活用するため、居宅介護支援費について、以下の見直しを行う。

ア 居宅介護支援費（Ⅰ）（ⅰ）の取扱件数について、現行の「40 未満」を「45未満」に改めるとともに、居宅介護支援

費（Ⅰ）（ⅱ）の取扱件数について、現行の「40 以上60 未満」を「45 以上60 未満」に改める。

イ 居宅介護支援費（Ⅱ）の要件について、ケアプランデータ連携システムを活用し、かつ、事務職員を配置している場

合に改めるとともに、居宅介護支援費（Ⅱ）（ⅰ）の取扱件数について、現行の「45 未満」を「50 未満」に改め、居

宅介護支援費（Ⅱ）（ⅱ）の取扱件数について、現行の「45 以上60 未満」から「50 以上60 未満」に改める。

ウ 居宅介護支援費の算定に当たっての取扱件数の算出に当たり、指定介護予防支援の提供を受ける利用者数については、

３分の１を乗じて件数に加えることとする。

居宅介護支援
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厚労省 介護保険制度の見直しに関する参考資料 ライセンス料 ２１，０００円／年 96



厚労省 介護保険制度の見直しに関する参考資料 97



特定事業所加算の見直し
＜現行＞ ＜改定後＞

特定事業所加算（Ⅰ） 505 単位 特定事業所加算（Ⅰ） 519 単位 （変更）

特定事業所加算（Ⅱ） 407 単位 特定事業所加算（Ⅱ） 421 単位 （変更）

特定事業所加算（Ⅲ） 309 単位 特定事業所加算（Ⅲ） 323 単位 （変更）

特定事業所加算（Ａ） 100 単位 特定事業所加算（Ａ） 114 単位 （変更）

ア 多様化・複雑化する課題に対応するための取組を促進する観点から、「ヤングケア
ラー、障害者、生活困窮者、難病患者等、他制度に関する知識等に関する事例検討会、
研修等に参加していること」を要件とするとともに、評価の充実を行う。

イ （主任 )介護支援専門員の専任要件について、居宅介護支援事業者が介護予防支援の
提供や地域包括支援センターの委託を受けて総合相談支援事業を行う場合は、これら
の事業との兼務が可能である旨を明確化する。

ウ 事業所における毎月の確認作業等の手間を軽減する観点から、運営基準減算に係る要
件を削除する。

エ 介護支援専門員が取り扱う１人当たりの利用者数について、居宅介護支援費の見直し
を踏まえた対応を行う。

居宅介護支援
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特定事業所加算の要件

居宅介護支援
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テレビ電話装置の活用
ア 利用者の同意を得ること。

イ サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治医、担当者その他の
関係者の合意を得ていること。

ⅰ 利用者の状態が安定していること。

ⅱ 利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通ができること（家族のサポートがあ
る場合も含む）。

ⅲ テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報について、他の
サービス事業者との連携により情報を収集すること。

ウ 少なくとも２月に１回（介護予防支援の場合は６月に１回）は利用者の居宅を訪問
すること。

居宅介護支援
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ターミナルケアマネジメント加算
特定事業所医療介護連携加算の要件変更

ターミナルケアマネジメント加算（400単位）の変更

在宅で死亡した利用者に対して、終末期の医療やケアの方針に関する当該利用者又はその家族の意向

を把握した上で、その死亡日及び死亡日前１４日以内に２日以上、当該利用者又はその家族の同意を

得て、当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者の心身の状況等を記録し、主治の医師及び居宅サービ

ス計画に位置付けた居宅サービス事業者に提供した場合（赤字が追加）

特定事業所医療介護連携加算（125単位／月）の変更

前々年度の３月から前年度の２月までの間においてターミナルケアマネジメント加算を１５回以上算

定していること。（５回→１５回に変更）

居宅介護支援
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入院時情報連携加算の変更
入院時の迅速な情報連携をさらに促進する観点から、現行入院後３日以内又は入院後７日以内に病院等の職員に対して利用者
の情報を提供した場合に評価しているところ、入院当日中又は入院後３日以内に情報提供した場合に評価するよう見直しを行
う。その際、事業所の休業日等に配慮した要件設定を行う。

＜現行＞ ＜改定後＞

入院時情報連携加算（Ⅰ） 200単位/月 入院時情報連携加算（Ⅰ） 250単位/月（変更）

入院時情報連携加算（Ⅱ） 100単位/月 入院時情報連携加算（Ⅱ） 200単位/月（変更）

加算Ⅰ＜現行＞

利用者が病院又は診療所に入院してから３日以内に、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供していること。

加算Ⅰ ＜改定後＞

利用者が病院又は診療所に入院した日のうちに、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供していること。

※ 入院日以前の情報提供を含む。※ 営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合は、入院日の翌日を含む。

加算Ⅱ＜現行＞

利用者が病院又は診療所に入院してから４日以上７日以内に、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供していること。

加算Ⅱ ＜改定後＞

利用者が病院又は診療所に入院した日の翌日又は翌々日に、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供していること。

※ 営業時間終了後に入院した場合であって、入院日から起算して３日目が営業日でない場合は、その翌日を含む。

居宅介護支援
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通院時情報連携加算の要件変更

通院時情報連携加算 50単位（変更なし）

利用者が病院又は診療所において医師又は歯科医師の診察を受けるとき

に介護支援専門員が同席し、医師又は歯科医師等に対して当該利用者の

心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報の提供を行うと

ともに、医師又は歯科医師等から当該利用者に関する必要な情報の提供

を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合は、利用者１人につき

１月に１回を限度として所定単位数を加算する。

居宅介護支援
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訪問・通所リハビリテーション
ケアプラン作成時「主治の医師」の明確化

居宅介護支援等の具体的取扱方針に以下の規定を追加する（居宅介護支援の例）

＜指定居宅介護支援の具体的取扱方針＞

訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション等については、主治の医師等がそ
の必要性を認めたものに限られるものであることから、介護支援専門員は、これらの医
療サービスを居宅サービス計画に位置付ける場合にあっては主治の医師等の指示がある
ことを確認しなければならない。

このため,利用者がこれらの医療サービスを希望している場合その他必要な場合には、
介護支援専門員は、あらかじめ、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めるとと
もに、主治の医師等とのより円滑な連携に資するよう、当該意見を踏まえて作成した居
宅サービス計画については,意見を求めた主治の医師等に交付しなければならない。なお、
交付の方法については、対面のほか、郵送やメール等によることも差し支えない。

また、ここで意見を求める「主治の医師等」については、要介護認定の申請のために
主治医意見書を記載した医師に限定されないことに留意すること。特に、訪問リハビリ
テーション及び通所リハビリテーションについては、医療機関からの退院患者において、
退院後のリハビリテーションの早期開始を推進する観点から、入院中の医療機関の医師
による意見を踏まえて、速やかに医療サービスを含む居宅サービス計画を作成すること
が望ましい。（後略）

居宅介護支援
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訪問介護
訪問入浴介護
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特定事業所加算の見直し
訪問介護
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看取り連携体制加算の新設

看取り連携体制加算 64単位/回（新設）

※死亡日及び死亡日以前30日以下に限る。

＜利用者基準＞

イ 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。

ロ 看取り期における対応方針に基づき、利用者の状態又は家族の求め等に応じ、介護職員、看護職員等から
介護記録等利用者に関する記録を活用し行われるサービスについての説明を受け、同意した上でサービス
を受けている者（その家族等が説明を受け、同意した上でサービスを受けている者を含む。）であること。

＜事業所基準＞

イ 病院、診療所又は訪問看護ステーション（以下「訪問看護ステーション等」という。）との連携により、
利用者の状態等に応じた対応ができる連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて当該訪問看護ステーション
等により訪問看護等が提供されるよう訪問入浴介護を行う日時を当該訪問看護ステーション等と調整して
いること。

ロ 看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に、利用者又はその家族等に対して、当該対応方針の内
容を説明し、同意を得ていること。

ハ 看取りに関する職員研修を行っていること。

訪問入浴介護
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通所介護
地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護
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入浴介助加算の要件変更

入浴介助加算（Ⅰ） 40単位/日（変更なし）

入浴介助加算（Ⅱ） 55単位/日（変更なし）

＜入浴介助加算（Ⅰ）＞

・入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助であること。

・入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと。

＜入浴介助加算（Ⅱ）＞（入浴介助加算（Ⅰ）の要件に加えて）

・医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことがで
きる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有
する者（以下「医師等」という。）が、利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価して
いること。この際、当該居宅の浴室が、当該利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合に
は、訪問した医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境
整備に係る助言を行うこと。ただし、医師等による利用者の居宅への訪問が困難な場合には、医師等の指示の下、介護職員
が利用者の居宅を訪問し、情報通信機器等を活用して把握した浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を踏まえ、医
師等が当該評価・助言を行っても差し支えないものとする。

・当該事業所の機能訓練指導員等が共同して、医師等と連携の下で、利用者の身体の状況、訪問により把握した居宅の浴室の環
境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。ただし、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画に記載することを
もって個別の入浴計画の作成に代えることができる。

・上記の入浴計画に基づき、個浴（個別の入浴をいう。）又は利用者の居宅の状況に近い環境（利用者の居宅の浴室の手すりの
位置や使用する浴槽の深さ及び高さ等に合わせて、当該事業所の浴室に福祉用具等を設置することにより、利用者の居宅の
浴室の状況を再現しているものをいう。）で、入浴介助を行うこと。

通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護
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通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護
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個別機能訓練加算の変更

＜現行＞ ＜改定後＞

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ 56単位/日 変更なし

個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ 85単位/日 個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ 76単位/日（変更）

個別機能訓練加算（Ⅱ） 20単位/月 変更なし

通所介護、地域密着型通所介護
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個別機能訓練加算の変更
通所介護、地域密着型通所介護
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療養通所介護
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短期利用療養通所介護費の新設

療養通所介護の利用者は医療ニーズを有する中重度者であり、包括報酬において新
たに利用する際の判断が難しい場合があること、登録者以外の者が緊急に利用する
必要が生じる場合があることから、中重度者が必要に応じて利用しやすくなるよう、
療養通所介護の基本報酬に短期利用型の新たな区分を設ける。

短期利用療養通所介護費（１日につき） 1,335単位（新設）

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

イ 利用者の状態や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊
急に利用することが必要と認めた場合であること。

ロ 利用の開始に当たって、あらかじめ７日以内（利用者の日常生活上の世話を行う家族等の疾病等
やむを得ない事情がある場合は14日以内）の利用期間を定めること。

ハ 指定地域密着型サービス基準第40条に定める従業者の員数を置いていること。

ニ 当該指定療養通所介護事業所が療養通所介護費の減算（※）を算定していないこと。

※入浴介助を行わない場合に所定単位数の95/100で算定、過少サービスの場合に所定単位数の70/100で
算定

療養通所介護
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重度者ケア体制加算 の新設

重度者ケア体制加算 150 単位 /月（新設）

次のいずれにも適合すること。

・ 指定地域密着型サービス基準第 40 条第２項に規定する看護師の員数に加え、看

護職員を常勤換算方法で３以上確保していること。

・ 指定療養通所介護従業者のうち、保健師助産師看護師法に規定する指定研修機

関において行われる研修等（認定看護師教育課程、専門看護師教育課程、特定

行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関にお

いて行われる研修）を修了した看護師を１以上確保していること。

・ 指定療養通所介護事業者が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、一

体的に事業を実施していること。

療養通所介護
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訪問看護
定期巡回随時対応型訪問看護介護

小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護

夜間対応型訪問介護
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訪問看護における２４時間対応の
ニーズに対する即応体制の確保

次のいずれにも該当し、２４時間対応体制に係る連絡相談に支障がない体制を構築して
いる場合には、２４時間対応体制に係る連絡相談を担当する者について、当該訪問看護
ステーションの保健師又は看護師以外の職員（以下「看護師等以外の職員」とする。）
でも差し支えない。

ア 看護師等以外の職員が利用者又はその家族等からの電話等による連絡及び相談に対
応する際のマニュアルが整備されていること。

イ 緊急の訪問看護の必要性の判断を保健師又は看護師が速やかに行える連絡体制及び
緊急の訪問看護が可能な体制が整備されていること。

ウ 当該訪問看護ステーションの管理者は、連絡相談を担当する看護師等以外の職員の
勤務体制及び勤務状況を明らかにすること。

エ 看護師等以外の職員は、電話等により連絡及び相談を受けた際に、保健師又は看護
師へ報告すること。報告を受けた保健師又は看護師は、当該報告内容等を訪問看護
記録書に記録すること。

オ アからエについて、利用者及び家族等に説明し、同意を得ること。

カ 指定訪問看護事業者は、連絡相談を担当する看護師等以外の職員に関して都道府県
知事に届け出ること。

訪問看護
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初回加算の変更・新設
要介護者等のより円滑な在宅移行を訪問看護サービスとして推進する観点から、看護師が退院・
退所当日に初回訪問することを評価する新たな区分を設ける。

＜現行＞ ＜改定後＞

初回加算 300単位/月 初回加算（Ⅰ） 350単位/月（新設）

なし 初回加算（Ⅱ） 300単位/月

初回加算（Ⅰ）（新設）

新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、病院、診療所等から退院した日に指定訪問看護事業所の看護師
が初回の指定訪問看護を行った場合に所定単位数を加算する。ただし、初回加算（Ⅱ）を算定している場合は、算
定しない。

初回加算（Ⅱ）

新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、病院、診療所等から退院した日の翌日以降に初回の指定訪問看
護を行った場合に所定単位数を加算する。ただし、初回加算（Ⅰ）を算定している場合は、算定しない。

訪問看護
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専門管理加算の新設

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事
に届け出た指定訪問看護事業所の緩和ケア、褥瘡ケア若しくは人工肛門
ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師又は特定行為研
修を修了した看護師が、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を
行った場合には、所定単位数に加算する 。

専門管理加算 250 単位 /月（新設）

イ 緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が計画的な管理を行った場合

悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法を行っている利用者、真皮を越える褥瘡の状態にある利用者、人工肛門又は人工膀胱を
造設している者で管理が困難な利用者

ロ 特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理を行った場合

診療報酬における手順書加算を算定する利用者

※対象の特定行為：気管カニューレの交換、胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換、膀胱
ろうカテーテルの交換、褥瘡又 は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去、創傷に対する陰圧閉鎖療法、持続
点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整、脱水症状に対する輸液による補正

訪問看護・ 看護小規模多機能型居宅介護
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緊急時訪問看護加算の変更・新設
＜現行＞ ＜改定後＞

緊急時訪問看護加算 緊急時訪問看護加算（Ⅰ）（新設）

指定訪問看護ステーションの場合 574単位/月 指定訪問看護ステーションの場合 600単位/月

病院又は診療所の場合 315単位/月 病院又は診療所の場合 325単位/月

一体型定期巡回・随時対応型訪問 一体型定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所の場合 315単位/月 介護看護事業所の場合 325単位/月

緊急時訪問看護加算（Ⅱ）

指定訪問看護ステーションの場合 574単位/月

病院又は診療所の場合 315単位/月

一体型定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所の場合 315単位/月

＜緊急時訪問看護加算（Ⅰ）＞

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1)利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあること。

(2)緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制の整備が行われていること。

＜緊急時訪問看護加算（Ⅱ）＞

・緊急時訪問看護加算（Ⅰ）の（１）に該当するものであること。

訪問看護、看護小規模多機能型居宅介護
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緊急時の加算の変更

緊急時の宿泊サービスを必要に応じて提供する体制を評価

する要件を追加する見直しを行う。

＜現行＞ ＜改定後＞

緊急時訪問看護加算 574単位/月 緊急時対応加算 774単位/月

＜緊急時訪問看護加算＞

利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して当該基準により24時間連絡できる体制にあって、か

つ、計画的に訪問することとなっていない緊急時における訪問及び計画的に宿泊することとなっていない

緊急時における宿泊を必要に応じて行う体制にある場合（訪問については、訪問看護サービスを行う場合

に限る。）には、１月につき所定単位数を加算する。（赤字が追加）

看護小規模多機能型居宅介護
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ターミナルケア加算の変更

＜現行＞ ＜改定後＞

ターミナルケア加算 2,000単位/死亡月 ターミナルケア加算 2,500単位/死亡月（変更）

算定要件変更なし

在宅で死亡した利用者に対して、別に厚生労働大臣が定める基準（24時間連絡体制など）に適合

しているものとして指定権者に届け出た指定訪問看護事業所が、その死亡日及び死亡日前14日以

内に２日（死亡日及び死亡日前14日以内に当該利用者（末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣

が定める状態にあるものに限る。）に対して訪問看護を行っている場合にあっては、１日）以上

ターミナルケアを行った場合（ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場

合を含む。）は、当該者の死亡月に算定できます。

訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護

横浜市令和５年 運営の手引き 訪問看護／介護予防訪問看護
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総合マネジメント体制強化加算

定期巡回・随時対応型訪問介護看護・小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護
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夜間のみサービスの新設
定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護の機能・役割や利用状況等を踏まえ、将来的なサービ

スの統合を見据えて、夜間対応型訪問介護との一体的実施を図る観点から、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の

基本報酬に、夜間対応型訪問介護の利用者負担に配慮した新たな区分を設ける。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
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退院時共同指導の指導内容の提供方法の柔軟化
退院時共同指導加算について、指導内容を文書以外の方法で提供することを可能とする。

訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護

随時対応サービスの集約化できる範囲の見直し
一体的実施ができる範囲について、都道府県を越えて連携を行っている場合の運用について
は、その範囲が明確になっていないため、適切な訪問体制が確実に確保されており、利用者
へのサービス提供に支障がないことを前提に、事業所所在地の都道府県を越えて事業所間連
携が可能であることを明確化する。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

通い・泊まりに看護サービスの明確化
看護小規模多機能型居宅介護のサービス拠点における「通い」・「泊まり」で提供されるサービス

に、看護サービス（療養上の世話又は必要な診療の補助）が含まれる旨を明確化する法改正があっ

たことから、その旨を運営基準においても明確化する。

看護小規模多機能型居宅介護
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訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション
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医療機関のリハビリテーション計画書の受け
取りの義務化と退院時共同指導加算の新設

医師等の従業者は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者のリハビリテーション計画の作成に当
たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等を入手し、当該利用者のリハビリテーションの情報
を把握しなければならない。（義務付け）

退院時共同指導加算 600単位/回 （新設）

（訪問リハビリテーションの場合）

病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たり、訪問リハビリテーション事業所の医師又は理学療法士、作業療法士若
しくは言語聴覚士が、退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導※を行った後に、当該者に対する初回の訪問リハ
ビリテーションを行った場合に、当該退院につき１回に限り、所定単位数を加算する。（新設）

※利用者又はその家族に対して、病院又は診療所の主治の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従業者と
利用者の状況等に関する情報を相互に共有した上で、在宅でのリハビリテーションに必要な指導を共同して行い、その内
容を在宅でのリハビリテーション計画に反映させることをいう。

訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション
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訪問及び通所リハビリテーションの
みなし指定の見直し

訪問リハビリテーション事業所、介護予防訪問リハビリテーション事業所のみなし指定が
可能な施設

＜現行＞ ＜改定後＞

病院、診療所 病院、診療所病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院

・介護老人保健施設及び介護医療院の開設許可があったときは、訪問リハビリテーション
事業所の指定があったものとみなす。また、介護保険法第72 条第１項による通所リハ
ビリテーション事業所及び訪問リハビリテーション事業所に係るみなし指定を受けてい
る介護老人保健施設及び介護医療院については、当該事業所の医師の配置基準について、
当該施設の医師の配置基準を満たすことをもって基準を満たしているものとみなすこと
とする。

訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション
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診療未実施減算の免除・
経過措置の延長

＜現行＞ ＜改定後＞

診療未実施減算50単位減算 変更なし

※入院中リハビリテーションを受けていた利用者の退院後１ヶ月に限り減算を適用しない

＜減算の免除＞

以下のいずれにも該当する場合、訪問リハビリテーションの診療未実施減算を適用しない。

・医療機関に入院し、当該医療機関の医師が診療を行い、医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士からリハビリテーションの提供を受けた利用者で
あること。

・訪問リハビリテーション事業所が、当該利用者の入院していた医療機関から、利用者に関する情報の提供を受けていること。

・当該利用者の退院日から起算して１月以内の訪問リハビリテーションの提供であること。

＜経過措置＞

事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった場合には、以下を要件とし、診療未実施減算を適用した上で訪問リハビリテー
ションを提供できる。

（１）指定訪問リハビリテーション事業所の利用者が当該事業所とは別の医療機関の医師による計画的な医学的管理を受けている場合であって、当該事業
所の医師が、計画的な医学的管理を行っている医師から、当該利用者に関する情報の提供を受けていること。

（２）当該計画的な医学的管理を行っている医師が適切な研修の修了等をしていること。

（３）当該情報の提供を受けた指定訪問リハビリテーション事業所の医師が、当該情報を踏まえ、リハビリテーション計画を作成すること。

上記の規定に関わらず、令和９年３月31日までの間に、次に掲げる基準のいずれにも適合する場合には、同期間に限り、診療未実施減算を適用した上で訪
問リハビリテーションを提供できる。

・上記（１）及び（３）に適合すること。

・（２）に規定する研修の修了等の有無を確認し、訪問リハビリテーション計画書に記載していること。

訪問リハビリテーション
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リハビリテーションマネジメント加算の変更

リハビリテーション・口腔・栄養を一体的に推進し、自立支援・重度化防止を効果的に進める観点から、通
所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算について、以下の要件を満たす場合を
評価する新たな区分を設ける。

ア 口腔アセスメント及び栄養アセスメントを行っていること。

イ リハビリテーション計画等の内容について、リハビリテーション・口腔・栄養の情報を関係職種の間で
一体的に共有すること。その際、必要に応じてLIFEに提出した情報を活用していること。

ウ 共有した情報を踏まえ、リハビリテーション計画について必要な見直しを行い、見直しの内容について
関係職種に対し共有していること。

また、報酬体系の簡素化の観点から、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーションのリハビリテー
ションマネジメント加算（B）の要件について新規区分とし、加算区分を整理する。

訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション
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リハビリテーションマネジメント加算の変更

訪問リハビリテーション

132

＜現行＞ ＜改定後＞

リハビリテーションマネジメント加算(A)イ 180単位/月 リハビリテーションマネジメント加算(イ)  180単位/月

リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ 213単位/月 リハビリテーションマネジメント加算(ロ) 213単位/月

リハビリテーションマネジメント加算(B)イ 450単位/月 廃止（以下の条件に統合）

リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ 483単位/月 廃止（以下の条件に統合）

※医師が利用者又はその家族に説明した場合上記に加えて270単位

（新設・Bの要件の組み替え）

＜リハビリテーションマネジメント加算(イ)＞

・現行のリハビリテーションマネジメント加算(A)イと同要件を設定。リハビリテーション計画の国（LIFE）への提出＆フィードバックなし

＜リハビリテーションマネジメント加算(ロ)＞

・現行のリハビリテーションマネジメント加算(A)ロと同要件を設定。リハビリテーション計画の国（LIFE）への提出＆フィードバックあり

＜リハビリテーション事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合＞

・廃止した(B)の医師の説明に係る部分と同要件を設定し、別の加算として設定



リハビリテーションマネジメント加算の変更
通所リハビリテーション
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＜現行＞ ＜改定後＞

リハビリテーションマネジメント加算(A)イ リハビリテーションマネジメント加算(イ)

同意日の属する月から６月以内560単位/月,６月超240単位/月 同意日の属する月から６月以内560単位/月,６月超240単位/月

リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ リハビリテーションマネジメント加算(ロ)

同意日の属する月から６月以内593単位/月,６月超273単位/月 同意日の属する月から６月以内593単位/月,６月超273単位/月

リハビリテーションマネジメント加算(B)イ 廃止

同意日の属する月から６月以内830単位/月,６月超510単位/月

リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ 廃止

同意日の属する月から６月以内863単位/月,６月超543単位/月 リハビリテーションマネジメント加算(ハ)（新設）

同意日の属する月から６月以内793単位/月,６月超473単位/月

※医師が利用者または家族に説明した場合、上記に加えて270単位

（新設・Bの要件の組み替え）

＜リハビリテーションマネジメント加算(イ)＞ 現行のリハビリテーションマネジメント加算(A)イと同要件を設定。LIFE提出フィードバックなし

＜リハビリテーションマネジメント加算(ロ)＞ 現行のリハビリテーションマネジメント加算(A)ロと同要件を設定。LIFE提出フィードバックあり

＜リハビリテーションマネジメント加算(ハ)＞リハビリテーションマネジメント加算(ロ)の要件を満たしていること。事業所の従業者として、又は外

部との連携により管理栄養士を１名以上配置していること。利用者ごとに多職種が共同して栄養アセスメント及び口腔アセスメントを行っているこ

と。利用者ごとに、言語聴覚士、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員がその他の職種の者と共同して口腔の健康状態を評価し、当該利用者の口腔

の健康状態に係る解決すべき課題の把握を行っていること。利用者ごとに、関係職種が、通所リハビリテーション計画の内容の情報等や、利用者の

口腔の健康状態に関する情報及び利用者の栄養状態に関する情報を相互に共有すること。共有した情報を踏まえ、必要に応じて通所リハビリテー

ション計画を見直し、当該見直しの内容を関係職種に対して情報提供していること。

＜リハ事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合＞・廃止した(B)の医師の説明に係る部分と同要件を設定。



大規模型事業所の基本報酬の見直し

ア 通常規模型、大規模型（Ⅰ）、大規模型（Ⅱ）の３段階になっている事業所規模別の基本報酬を、通常規模型、
大規模型の２段階に変更する。

イ 大規模型事業所のうち、以下の要件を全て満たす事業所については、通常規模型と同等の評価を行う。

ⅰ リハビリテーションマネジメント加算の算定率が利用者全体の80%を超えていること。

ⅱ リハビリテーション専門職の配置が10：１以上であること。

通所リハビリテーション
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運動器機能向上加算の基本報酬への包括化

＜現行＞ ＜改定後＞

運動器機能向上加算 225単位/月 廃止（基本報酬に包括化）

選択的サービス複数実施加算Ⅰ 480単位 廃止（栄養改善加算、口腔機能向上加算で評価）

選択的サービス複数実施加算Ⅱ 700単位 一体的サービス提供加算 480単位/月（新設）

＜一体的サービス提供加算＞

以下の要件を全て満たす

・栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスを実施していること。

・利用者が介護予防通所リハビリテーションの提供を受けた日において、当該利用者に対し、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスの

うちいずれかのサービスを行う日を１月につき２回以上設けていること。

・栄養改善加算、口腔機能向上加算を算定していないこと。

介護予防通所リハビリテーション
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＜栄養改善加算＞
・当該事業所の従業者として又は外部（※）との連携により管理栄養士を１名以上配置していること。
・低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対し、管理栄養士が看護職員、介護職員等と共同して栄養ケア計画を作成し、これに基づく適切なサービスの実施、定期
的な評価と計画の見直し等の一連のプロセスを実施した場合に加算します。

・栄養改善サービスの提供に当たって、必要に応じ居宅を訪問することを新たに求める。

＜口腔機能向上加算（Ⅰ）＞
・口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者に対し、歯科衛生士等（言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員）が口腔機能改善のための計画を作成し、これに基づく適切なサー
ビスの実施、定期的な評価と計画の見直し等の一連のプロセスを実施した場合。

＜口腔機能向上加算（Ⅱ）＞
・口腔機能向上加算（Ⅰ）の取組に加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省（LIFE)に提出し、口腔機能向上サービスの実施にあたって当該情報その他口腔衛生の
管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること



基本報酬の要件変更
通所リハビリテーション

リハビリテーションマネジメントは、調査、計画、実行、評価、改善（以下、「SPDCA」という）のサイクルの構築を通じ

て、心身機能、活動、参加にバランス良く働きかけるリハビリテーションが提供できているか、継続的に管理することによ

り、質の高いリハビリテーションの提供を目指すものである。

・介護報酬においては、基本報酬の算定要件及び各加算において評価を行っている。
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入浴介助加算Ⅱの要件変更

＜入浴介助加算（Ⅱ）＞（入浴介助加算（Ⅰ）の要件に加えて）

・医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の

評価を行うことができる福祉用具専門相談員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門

的知識及び経験を有する者（以下「医師等」という。）が、利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利

用者の動作及び浴室の環境を評価していること。この際、当該居宅の浴室が、当該利用者自身又は家族等

の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合には、訪問した医師等が、介護支援専門員・福祉用

具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。た

だし、医師等による利用者の居宅への訪問が困難な場合には、医師等の指示の下、介護職員が利用者の居

宅を訪問し、情報通信機器等を活用して把握した浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を踏まえ、

医師等が当該評価・助言を行っても差し支えないものとする。

・当該事業所の理学療法士等が、医師等との連携の下で、利用者の身体の状況、訪問により把握した居宅の

浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。ただし、個別の入浴計画に相当する内容を通所

リハビリテーション計画に記載することをもって個別の入浴計画の作成に代えることができる。

・上記の入浴計画に基づき、個浴（個別の入浴をいう。）又は利用者の居宅の状況に近い環境（利用者の居

宅の浴室の手すりの位置、使用する浴槽の深さ及び高さ等に合わせて、当該事業所の浴室に福祉用具等を

設置することにより、利用者の居宅の浴室の状況を再現しているものをいう。）で、入浴介助を行うこと。

通所リハビリテーション
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障害福祉との共生サービス

障害福祉サービスとの連携を強化し、障害者の身体機能・生活能

力の維持・向上等に関する自立訓練（機能訓練）を拡充する観点

から、通所リハビリテーション事業所において、共生型自立訓練

（機能訓練）又は基準該当自立訓練（機能訓練）の提供が可能と

なることを踏まえ、自立訓練（機能訓練）を提供する際の人員及

び設備の共有を可能とする。

通所リハビリテーション
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特定施設入居者生活介護
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夜間看護体制加算の見直し

＜現行＞ ＜改定後＞

夜間看護体制加算 10単位/日 夜間看護体制加算（Ⅰ） 18単位/日（新設）

なし 夜間看護体制加算（Ⅱ） ９単位/日（変更）

＜夜間看護体制加算（Ⅰ）＞

（１） 常勤の看護師を１名以上配置し、看護に係る責任者を定めていること。

（２） 夜勤又は宿直を行う看護職員の数が１名以上であって、かつ、必要に応じて健康上の管理等を行う体制を確保
していること。

（３） 重度化した場合における対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内
容を説明し、同意を得ていること。

＜夜間看護体制加算（Ⅱ）＞※現行の夜間看護体制加算の算定要件と同様

（１） 夜間看護体制加算（Ⅰ）の（1）及び（3）に該当すること。

（２） 看護職員により、又は病院若しくは診療所若しくは指定訪問看護ステーションとの連携により、利用者に対し
て、24時間連絡できる体制を確保し、かつ、必要に応じて健康上の管理等を行う体制を確保していること。

特定施設入居者生活介護
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入居継続支援加算の要件変更

入居継続支援加算（Ⅰ）36 単位／日（変更なし）

入居継続支援加算（Ⅱ）22 単位／日（変更なし）

・（１）又は（２）のいずれかに適合し、かつ、（３）及び（４）のいずれにも適合すること。

（１）①～⑤を必要とする入居者 が １５％以上（Ⅱは５％以上１５％未満）であること。

（２）①～⑤を必要とする入居者と⑥～⑧に該当する入居者の 割合が 15 ％以上 （Ⅱは5％以上15％未
満）であり、かつ、常勤の看護師を１名以上配置し、 看護に係る責任者を定めていること 。（赤
字が追加）

①口腔内の喀痰吸引②鼻腔内の喀痰吸引③気管カニューレ内部の喀痰吸引④胃ろう又は腸ろうによ
る経管栄養⑤経鼻管栄養⑥尿道カテーテル留置を実施している状態⑦在宅酸素療法を実施している
状態⑧インスリン注射を実施している状態（赤字が追加）

（３）介護福祉士の数が、常勤換算方法で、入居者の数が「６又はその端数を増すごとに１以上」※であ
ること。

（４）人員基準欠如に該当していないこと。

特定施設入居者生活介護

（３）の要件について：テクノロジーを活用した複数の機器（見守り機器、インカム、記録ソフト等のICT、移乗支援機器等）を活用し、利用者に対するケアの
アセスメント・評価や人員体制の見直しを行い、かつ安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関する事項を実施し、機器を安全かつ有効に活用す
るための委員会を設置し必要な検討等を行う場合は、当該加算の介護福祉士の配置要件を「７又はその端数を増すごとに１以上」とする。
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認知症対応型共同生活介護
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医療連携体制加算の見直し

認知症対応型共同生活介護
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改定前（概要）・医療連携体制加算（Ⅰ）３９単位／日 看護師（職員または外部連携１名）
・医療連携体制加算（Ⅱ）４９単位／日 看護師または准看護師（職員 常勤換算１名）
・医療連携体制加算（Ⅲ）５９単位／日 看護師（職員 常勤換算１名）
※加算Ⅰ～Ⅲ共通 看護師により24時間連絡できる体制を確保



介護老人福祉施設
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配置医師緊急時対応加算の変更

＜現行＞ ＜改定後＞

配置医師緊急時対応加算 配置医師緊急時対応加算

なし 配置医師の通常の勤務時間外の場合 325単位/回（新設）

（早朝・夜間及び深夜を除く）

早朝・夜間の場合 650単位/回 早朝・夜間の場合 650単位/回

深夜の場合 1,300単位/回 深夜の場合 1,300単位/回

次の基準に適合しているものとして届出を行った指定介護老人福祉施設において、配置医師が施設の求めに応じ、早朝
（午前６時から午前８時まで）、夜間（午後６時から午後10時まで）、深夜（午後10時から午前６時まで）又は配置医師
の通常の勤務時間外（早朝、夜間及び深夜を除く。）に施設を訪問して入所者に対し診療を行い、かつ、診療を行った理
由を記録した場合に所定単位数を算定する。ただし、看護体制加算（Ⅱ）を算定していない場合は、算定しない。

・入所者に対する注意事項や病状等についての情報共有、曜日や時間帯ごとの医師との連絡方法、診療を依頼する場合の
具体的状況等について、配置医師と施設の間で、具体的な取決めがなされていること。

・複数名の配置医師を置いていること又は配置医師と協力医療機関の医師が連携し、施設の求めに応じ24時間対応できる
体制を確保していること。

介護老人福祉施設

145
看護体制加算Ⅰ（4or6単位） 常勤看護師1名
看護体制加算Ⅱ（8or13単位） 常勤看護師1名＋事業所の看護師または病院・訪看ST等の看護職員と連携で24時間連絡できる体制



特別通院送迎加算の新設

特別通院送迎加算 594単位/月（新設）

透析を要する入所者であって、その家族や病院等による送迎が困難であ

る等やむを得ない事情があるものに対して、１月に12回以上、通院のた

め送迎を行った場合

介護老人福祉施設
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介護老人保健施設
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介護老人保健施設

在宅復帰・在宅療養支援等指標の見直し
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所定疾患施設療養費の要件変更

所定疾患施設療養費（Ⅰ） 239単位/日（変更なし）

所定疾患施設療養費（Ⅱ） 480単位/日（変更なし）

肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎、慢性心不全の増悪のいずれかに該当する入所者に対し、
投薬、検査、注射、処置等を行った場合に所定単位数を算定する。（赤字が追加）

＜所定疾患施設療養費（Ⅰ）＞

・診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容等を診療録に記載していること。

・所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、当該施設の前年度における当該入所者に対する投薬、検査、注射、処置等の実施状
況を公表していること。

＜所定疾患施設療養費（Ⅱ）＞

・診断及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容等を診療録に記載していること。

・所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、当該施設の前年度における当該入所者に対する投薬、検査、注射、処置等の実施状
況を公表していること。

・当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する研修を受講していること。

介護老人保健施設
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初期加算の変更・新設

＜現行＞ ＜改定後＞

初期加算30単位/日 初期加算（Ⅰ） 60単位/日（新設）

なし 初期加算（Ⅱ） 30単位/日

＜初期加算（Ⅰ）＞

次に掲げる基準のいずれかに適合する介護老人保健施設において、急性期医療を担う医療機関の一般病棟への入院後30日以内
に退院し、介護老人保健施設に入所した者について、１日につき所定単位数を加算する。ただし、初期加算（Ⅱ）を算定して
いる場合は、算定しない。

①当該介護老人保健施設の空床情報について、地域医療情報連携ネットワーク等を通じ、地域の医療機関に定期的に情報を共
有していること。

②当該介護老人保健施設の空床情報について、当該介護老人保健施設のウェブサイトに定期的に公表するとともに、急性期医
療を担う複数医療機関の入退院支援部門に対し、定期的に情報共有を行っていること。

＜初期加算（Ⅱ）＞

入所した日から起算して30日以内の期間については、初期加算（Ⅱ）として、１日につき所定単位数を加算する。ただし、初
期加算（Ⅰ）を算定している場合は、算定しない。

介護老人保健施設
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かかりつけ医連携薬剤調整加算の変更・新設
＜現行＞ ＜改定後＞

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ） 100単位/回 かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）イ 140単位/回（変更）

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）ロ 70単位/回（新設）

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ） 240単位/回 かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ） 240単位/回

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅲ） 100単位/回 かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅲ） 100単位/回

※ 入所者１人につき１回を限度として、当該入所者の退所時に加算

介護老人保健施設
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ターミナルケア加算の変更

＜現行＞ ＜改定後＞

死亡日45日前～31日前 80単位/日 死亡日45日前～31日前 72単位/日（変更）

死亡日30日前～4日前 160単位/日 死亡日30日前～4日前 160単位/日（変更なし）

死亡日前々日、前日 820単位/日 死亡日前々日、前日 910単位/日（変更）

死亡日 1,650単位/日 死亡日 1,900単位/日（変更）

算定要件変更なし

・ 以下のいずれにも適合している入所者であること。

１ 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。

２ 入所者又はその家族等の同意を得て、入所者のターミナルケアに係る計画が作成されていること（※）。

３ 医師、看護師、介護職員、支援相談員、管理栄養士等が共同して、入所者の状態又は家族の求め等応じ随時、本人又は
その家族への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。

※１ 「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うこと。

※２ 計画の作成にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めること。

介護老人保健施設
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短所入所生活介護
短期入所療養介護
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総合医学管理加算の要件変更

総合医学管理加算 275単位/日（変更なし）

１ 治療管理を目的とし、別に厚生労働大臣が定める基準に従い、指定短期入所
療養介護を行った場合に、１０日を限度として１日につき所定単位数を加算
する。（７日→１０日に変更、居宅サービス計画の計画的行いの有無は不問に変更）

２ 緊急時施設療養費を算定した日は、算定しない。

・診療方針を定め、治療管理として投薬、検査、注射、処置等を行うこと。

・診療方針、診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容
等を診療録に記載すること。

・かかりつけ医に対し、利用者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて必要
な情報の提供を行うこと。

短期入所療養介護（介護老人保健施設が提供する場合に限る）
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看取り連携体制加算の新設

看取り連携体制加算 64単位/日（新設）
※死亡日及び死亡日以前30日以下について、７日を限度

・次のいずれかに該当すること。

①看護体制加算（Ⅱ）又は（Ⅳ）イ若しくはロを算定していること。

②看護体制加算（Ⅰ）又は（Ⅲ）イ若しくはロを算定しており、かつ、短期入所生
活介護事業所の看護職員により、又は病院、診療所、訪問看護ステーション若し
くは本体施設の看護職員との連携により、24時間連絡できる体制を確保している
こと。

・看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に、利用者又はその家族等に対し
て当該対応方針の内容を説明し、同意を得ていること。

短期入所療養介護

155



介護医療院
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基本報酬の算定要件変更

本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との連携を更に充実させる観点から、

介護医療院の基本報酬の算定要件及び施設サービス計画の作成において、本人の

意思を尊重した上で、原則入所者全員に対して「人生の最終段階における医療・

ケアの決定プロセスに関するガイドライン」に沿った取組を行うことを求めるこ

ととする。

介護医療院
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居宅療養管理指導
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薬学管理指導の加算の新設
＜現行＞ ＜改定後＞

なし 医療用麻薬持続注射療法加算 250単位/回（新設）

なし 在宅中心静脈栄養法加算 150単位/回（新設）

＜医療用麻薬持続注射療法加算＞

・在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている利用者に対して、その投与及び保管の状況、副作用の有無等について当該利用者又はその家族等に確認
し、必要な薬学的管理指導を行った場合に、１回につき250単位を所定単位数に加算する。

※ 疼痛緩和のために厚生労働大臣が定める特別な薬剤の投薬が行われている利用者に対して、必要な薬学的管理指導を行っている場合に算定する加算
（100単位）との併算定は不可。

・麻薬及び向精神薬取締法第３条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。

・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第１項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けていること。

＜在宅中心静脈栄養法加算＞

・在宅中心静脈栄養法を行っている利用者に対して、その投与及び保管の状況、配合変化の有無について確認し、必要な薬学的管理指導を行った場合
に、１回につき150単位を所定単位数に加算する。

・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第１項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けている又は
同法第39条の３第１項の規定による管理医療機器の販売業の届出を行っていること。

＜終末期におけるがん以外の在宅患者への薬学管理＞（変更）

・在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、薬局の薬剤師が、医師又は歯科医師の指示に基づき、当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画
に基づき、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導を行い、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行った場合に、
単一建物居住者の人数に従い、１月に４回を限度として、所定単位数を算定する。ただし、薬局の薬剤師にあっては、以下の者に対して、当該利用
者を訪問し、薬学的な管理指導等を行った場合は、１週に２回、かつ、１月に８回を限度として、所定単位数を算定する。

イ 末期の悪性腫瘍の者、ロ 中心静脈栄養を受けている者、ハ 注射による麻薬の投与を受けている者（赤字が追加）

居宅療養管理指導
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薬剤師による情報通信機器を用いた服薬
指導の評価の変更

ア 初回から情報通信機器を用いた居宅療養管理指導の算定を可能とする。

イ 訪問診療において交付された処方箋以外の処方箋に係る情報通信機器を用いた居宅療養管理指導に

ついても算定可能とする。

ウ 居宅療養管理指導の上限である月４回まで算定可能とする。

＜現行＞ ＜改定後＞

情報通信機器を用いた場合 情報通信機器を用いた場合

４５単位/回（月１回まで） ４６単位/回（月４回まで）（変更）

・診療報酬における在宅時医学総合管理料に規定する訪問診療の実施に伴い、処方箋が交付された利用

者であること。→削除

・指定居宅サービス介護給付費単位数表の居宅療養管理指導費のハ(2)を月に１回算定していること。

→削除

居宅療養管理指導
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管理栄養士及び歯科衛生士等の
通所サービス利用者に対する介入の充実

二 管理栄養士が行う場合

在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対して、（中略）１月に２回を限度として所定単位数を算定する。 （赤字が追加）

ホ 歯科衛生士等が行う場合

在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対して、（中略）１月に４回を限度として所定単位数を算定する。（赤字が追加）

居宅療養管理指導

がん末期の者に対する歯科衛生士等の介入の充実
利用者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、実地指導を行った場合に、単一建物居住者（当該

利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士等が、同一月に指定居宅療養管理指導を行っ

ているものをいう。）の人数に従い、１月に４回（がん末期の利用者については、１月に６回）を限度として、所定単位数を算定する。

（赤字が追加）
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管理栄養士による居宅療養管理指導
の算定回数の見直し

終末期等における、きめ細かな栄養管理等のニーズに応じる観点から、一時的に頻回な介入が必要と医師が

判断した利用者について期間を設定したうえで追加訪問することを可能とする見直しを行う。

・計画的な医学的管理を行っている医師が、利用者の急性増悪等により一時的に頻回の栄養管理を行う必要

がある旨の特別の指示を行う。

・利用者を訪問し、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行う。

・特別の指示に基づく管理栄養士による居宅療養管理指導は、その指示の日から３０日間に限り、従来の居

宅療養管理指導の限度回数（１月に２回）を超えて、２回を限度として行うことができる。

居宅療養管理指導
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福祉用具貸与
特定福祉用具販売
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一部の福祉用具に係る貸与と販売の
選択制の導入

・福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、貸与と販売の選択制の導入に伴い、以
下の対応を行う。

ア 選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員又は介護支援専門員（※）が、福祉用
具貸与又は特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択できることについて、利用者等に対し、メリッ
ト及びデメリットを含め十分説明を行うこととするとともに、利用者の選択に当たって必要な情報を提
供すること及び医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえ、提案を行うこととする。

※ 介護支援専門員については、居宅介護支援及び介護予防支援の運営基準の解釈通知を改正。

イ 福祉用具貸与について、選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員が、利用開始
後６月以内に少なくとも１回モニタリングを行い、貸与継続の必要性について検討を行うこととする。

ウ 特定福祉用具販売について、選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員が、特定
福祉用具販売計画の作成後、当該計画における目標の達成状況を確認することとする。また、利用者等
からの要請等に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認するよう努めるとともに、必要な場合は、
使用方法の指導、修理等（メンテナンス）を行うよう努めることとする。

福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援
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モニタリング実施時期の明確化

福祉用具貸与

モニタリング結果の記録及び
介護支援専門員への交付

福祉用具専門相談員は、利用者の希望、心身の状況及びその置かれている環境を踏まえ、指定福祉用具貸与の目標、当該

目標を達成するための具体的なサービスの内容、福祉用具貸与計画の実施状況の把握（モニタリング）を行う時期等を記

載した福祉用具貸与計画を作成しなければならない。（赤字が追加）

福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成後、当該福祉用具貸与計画の実施状況の把握（モニタリング）を行うも

のとする。

福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を記録し、当該記録をサービスの提供に係る居宅サービス計画を作成した指

定居宅介護支援事業者に報告しなければならない。（赤字が追加）

福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて当該福祉用具貸与計画の変更を行うものとする。

※ 介護予防福祉用具貸与に同趣旨の規定あり
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その他
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人員配置基準における両立支援への配慮
全サービス

外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し
通所系サービス、短期入所系サービス、居住系サービス、多機能系サービス、施設系サービス
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次のいずれかに該当するものについては、職員等の配置の基準を定める法令
の適用について職員等とみなしても差し支えないこととする。
・受入れ施設において就労を開始した日から６月を経過した外国人介護職員
・受入れ施設において就労を開始した日から６月を経過していない外国人介

護職員（技能実習・EPAなど）であって、受入れ施設（適切な研修体制及び
安全管理体制が整備されているものに限る。）に係る事業を行う者が当該
外国人介護職員の日本語の能力及び研修の実施状況並びに当該受入れ施設
の管理者、研修責任者その他の職員の意見等を勘案し、当該外国人介護職
員を職員等の配置の基準を定める法令の適用について職員等とみなすこと
としたもの

・日本語能力試験N1又はN2に合格した者

※特定技能（チームでのケア）および在留資格「介護」の外国人は就労開始から算入できる。



いわゆるローカルルールについて
都道府県及び市町村に対して、人員配置基準に係るいわゆるローカルルールについて、あくまでも厚生労働省令に従
う範囲内で地域の実情に応じた内容とする必要があること、事業者から説明を求められた場合には当該地域における
当該ルールの必要性を説明できるようにすること等を求める。

全サービス

テレワークの取扱い
人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種のテレワークに関して、個人情報を適切に管理しているこ
と、利用者の処遇に支障が生じないこと等を前提に、取扱いの明確化を行い、職種や業務ごとに具体的な考え方を示す。

全サービス（居宅療養管理指導を除く。）
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ユニットケア施設管理者研修の努力義務化

ユニットケアの質の向上の観点から、個室ユニット型施設の管理者は、ユニットケア施設管
理者研修を受講するよう努めなければならないこととする。

短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院

ユニット間の勤務体制に係る取扱いの明確化
ユニット型施設において、引き続き利用者との「馴染みの関係」を維持しつつ、柔軟なサービス提
供により、より良いケアを提供する観点から、職員の主たる所属ユニットを明らかにした上で、必
要に応じてユニット間の勤務が可能であることを明確化する。

短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院



多床室の室料負担の新設
該当する施設の多床室について、室料相当額減算として ▲26単位/日（新設）

該当する施設の多床室における基準費用額（居住費）について ＋260円/日（新設）

以下の多床室（いずれも８㎡/人以上に限る。）の入所者について、基本報酬から室料相当額を減算し、利用者負担を求めることとする。

• 「その他型」及び「療養型」の介護老人保健施設の多床室

• 「Ⅱ型」の介護医療院の多床室

ただし、基準費用額（居住費）を増額することで、利用者負担第１～３段階の者については、補足給付により利用者負担を増加させない。

短期入所療養介護、介護老人保健施設、介護医療院

基準費用額（居住費）の見直し
令和４年の家計調査によれば、高齢者世帯の光熱・水道費は令和元年家計調査に比べると上昇しており、在宅で生活する

者との負担の均衡を図る観点や、令和５年度介護経営実態調査の費用の状況等を総合的に勘案し、基準費用額（居住費）

を60円/日引き上げる。

従来から補足給付の仕組みにおける負担限度額を０円としている利用者負担第１段階の多床室利用者については、負担限

度額を据え置き、利用者負担が増えないようにする。

施設系サービス

多床室（特養等） 855円→915円、多床室（老健・医療院等） 377円→437円
従来型個室（特養等） 1,171円→1,231円、従来型個室（老健・医療院等） 1,668円→1,728円
ユニット型個室的多床室1,668円→1,728円、ユニット型個室2,006円→2,066円
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補足給付（低所得者の食費・居住費の負
担軽減）の仕組み 令和６年８月～
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補足給付（低所得者の食費・居住費の負
担軽減）の仕組み 令和７年８月～
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小規模介護老人福祉施設の基本報酬に統合

報酬体系の簡素化や報酬の均衡を図る観点から、離島・過疎地域以外に所在する経過的小規模介護老人福祉施

設であって、他の介護老人福祉施設と一体的に運営されている場合は、介護老人福祉施設の基本報酬に統合する。

また、同様の観点から、経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について、離島・過疎地域に所在す

る場合を除き、地域密着型介護老人福祉施設の基本報酬に統合する。その際、１年間の経過措置期間を設ける。

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所生活介護
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小規模介護老人福祉施設の配置基準の見直し

介護老人福祉施設

離島・過疎地域（※１）に所在する定員30名の介護老人福祉施設に、短期入所生活介護事業所等が併設される場合、

利用者の処遇が適切に行われる場合に限り、それぞれ次のとおり人員基準の緩和を認める。

①（介護予防）短期入所生活介護事業所が併設される場合、これらの事業所に置かないことができる人員

・医師（※２）、生活相談員、栄養士、機能訓練指導員

②（介護予防）通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、（介護予防）認知症対応型通所介護事業所が併設され

る場合、これらの事業所に置かないことができる人員

・生活相談員、機能訓練指導員

③小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所を併設する場合に、介護老人福祉施設に置か

ないことができる人員

・介護支援専門員

※１ 「離島・過疎地域」とは、離島振興法に規定する離島振興対策実施地域、奄美群島振興開発特別措置法に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法に規定す
る小笠原諸島、沖縄振興特別措置法に規定する離島、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に規定する過疎地域（みなし過疎地域を含む。）をいう。

※２ （介護予防）短期入所生活介護事業所の利用者の健康管理が適切に行われる場合に限る。



特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所
加算・サービス提供加算の対象地域の明確化

＜改定後＞過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法

律第十九号)第二条第二項により公示された過疎地域

訪問系サービス、通所系サービス、多機能系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援

※１：①離島振興対策実施地域、②奄美群島、③振興山村、④小笠原諸島、⑤沖縄の離島、⑥豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎
地域等であって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域

※２：①豪雪地帯及び特別豪雪地帯、②辺地、③半島振興対策実施地域、④特定農山村、⑤過疎地域
※３：①離島振興対策実施地域、②奄美群島、③豪雪地帯及び特別豪雪地帯、④辺地、⑤振興山村、⑥小笠原諸島、⑦半島振興対策

実施地域、⑧特定農山村地域、⑨過疎地域、⑩沖縄の離島

過疎地域その他の地域で、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難であると認められる地域であって、特別地域加
算の対象として告示で定めるものについて、前回の改正以降、新たに加除する必要が生じた地域において、都道府県及び市町村から加除の必要性等
を聴取した上で、見直しを行う。
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豪雪地帯の通所系介護の所要時間

現行の所要時間による区分の取扱いおいては、現に要した時間ではなく、

計画に位置づけられた内容の通所介護等を行うための標準的な時間による

こととされているところ、実際の通所介護等の提供が計画上の所要時間よ

りも、やむを得ず短くなった場合には計画上の単位数を算定して差し支え

ないものとしている。

上記「やむを得ず短くなった場合」には、当日の利用者の心身の状況

（急な体調不良）に加えて、降雪等の急な気象状況の悪化等により、利用

者宅と事業所間の送迎に平時よりも時間を要した場合も該当する。

なお、計画上の所要時間よりも大きく短縮した場合には、計画を変更の

上、変更後の所要時間に応じた単位数を算定すること。

通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション
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遠隔死亡診断補助加算の新設

遠隔死亡診断補助加算 150単位/回（新設）

情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、医科診療報酬点数表の区分番号Ｃ001の注

８（医科診療報酬点数表の区分番号Ｃ001―２ の注６の規定により準用する場合（指定特定施設入居者生活介護事

業者の指定を受けている有料老人ホームその他これに準ずる施設が算定する場合を除く。）を含む。）に規定する

死亡診断加算を算定する利用者（別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に限る。）について、その主治

医の指示に基づき、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合は、遠隔死亡診断補助加算として、

所定単位数に加算する。

【参考】Ｃ001 在宅患者訪問診療料（I) 注８ 死亡診断加算200点

以下の要件を満たしている場合であって、「情報通信機器（ICT）を利用した死亡診断等ガイドライン（平成29 年９月厚生労働省）」に基づき、ICTを
利用した看護師との連携による死亡診断を行う場合には、往診又は訪問診療の際に死亡診断を行っていない場合でも、死亡診断加算のみを算定可能。

ア 当該患者に対して定期的・計画的な訪問診療を行っていたこと。

イ 正当な理由のために、医師が直接対面での死亡診断等を行うまでに12時間以上を要することが見込まれる状況であること。

ウ 特掲診療料の施設基準等の第四の四の三の三に規定する地域に居住している患者であって、連携する他の保険医療機関において区分番号「Ｃ005」
在宅患者訪問看護・指導料の在宅ターミナルケア加算若しくは「Ｃ005－１－２」同一建物居住者訪問看護・指導料又は連携する訪問看護ステー
ションにおいて訪問看護ターミナルケア療養費を算定していること。

訪問看護、看護小規模多機能型居宅介護

175



ご清聴ありがとうございました。

横浜泉社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 佐藤紀一
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